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は
じ
め
に

 

ヴ
ァ
ニ
ョ
ー
ニ
述
『
天
主
教
要
解
略
』
は
中
国
版
ド
チ
リ
ナ
キ
リ
シ
タ

ン
と
言
う
べ
き
『
天
主
教（
一
）要
に
中
国
イ
エ
ズ
ス
会
宣
教
師
の
ヴ
ァ
ニ
ョ
ー

ニ
が
解
説
を
口
述
筆
記
の
形
で
著
し
た
も
の
で
あ
る
。「
訳
注（
一
）」「
序
」

の
部
は
愛
知
大
学
語
学
教
育
研
究
室
紀
要『
言
語
と
文
化
』第
十
五
号（
二

〇
〇
六
年
七
月
）
に
発
表
し
た
。「
訳
注
（
二
）」「
主
祷
文
」
の
部
は
『
山

根
幸
夫
記
念
論
文
集
』（
二
〇
〇
七
年
刊
行
予
定
）
に
掲
載
さ
れ
る
予
定

で
あ
る
。
今
回
の
「
訳
注
（
三
）」
は
「
天
使
祝
詞
」
の
部
分
に
当
た
る
。

 

明
末
期
、
中
国
イ
エ
ズ
ス
会
の
指
導
的
立
場
に
あ
っ
た
マ
ッ
テ
オ
・

リ
ッ
チ
は
万
暦
三
十
七
（
一
六
〇
九
）
年
に
北
京
に
聖
母
会
を
設
立
し（
二
）た。

こ
れ
は
当
時
の
中
国
イ
エ
ズ
ス
会
の
内
部
に
聖
母
崇
敬
の
信
心
が
篤
か
っ

た
こ
と
を
示
唆
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
実
際
リ
ッ
チ
の
『
中
国
キ
リ
ス
ト

教
布
教
史
』
に
は
聖
母
崇
敬
の
信
心
に
関
す
る
記
述
が
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
に

見
ら
れ
る
。
南
昌
で
病
気
に
か
か
っ
た
幼
児
に
聖
母
が
声
を
か
け
る
と
病

気
が
癒
さ
れ
た（
三
）話、
南
京
を
訪
れ
た
徐
光
啓
が
聖
母
子
像
を
礼
拝
し

た（
四
）話、
万
暦
帝
に
対
す
る
リ
ッ
チ
の
贈
り
物
の
中
に
聖
母
画
像
が
あ
っ
た

こ（
五
）とな
ど
が
そ
の
例
で
あ
る
。

 

リ
ッ
チ
だ
け
で
は
な
く
、
リ
ッ
チ
の
同
労
者
の
一
人
で
あ
っ
た
ヴ
ァ

ニ
ョ
ー
ニ
も
ま
た
聖
母
崇
敬
の
信
心
が
篤
か
っ
た
。
果
た
し
て
彼
は
崇
禎

七
（
一
六
三
一
）
年
に
高
一
志
と
い
う
名
で
聖
母
崇
敬
の
信
心
を
体
系
的

に
示
し
た
大
部
の
書
で
あ
る
『
聖
母
行
実
』
三
巻
を
撰
述
し
て
い（
六
）る。
更

に
『
聖
母
行
実
』
は
ロ
ン
ゴ
バ
ル
ド
、
ヤ
コ
ブ
・
ロ
ー
、
ア
ダ
ム
・
シ
ャ
ー

ル
を
校
訂
者
に
挙
げ
て
い
る
こ
と
か
ら
見
て
も
、
聖
母
崇
敬
の
信
心
は
当

時
の
中
国
イ
エ
ズ
ス
会
の
宣
教
師
た
ち
に
広
く
共
有
さ
れ
て
い
た
と
言
え

る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

翻
訳

ヴ
ァ
ニ
ョ
ー
ニ
述
『
天
主
教
要
解
略
』
訳
注
（
三
）

　
　
　

天
使
祝
詞
の
部

Ａ
・
ヴ
ァ
ニ
ョ
ー
ニ　
　

述

葛　

谷　
　
　

登　
　

訳
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以
下
に
記
す
「
天
使
祝
詞
解
略
」
は
そ
の
よ
う
な
明
末
中
国
の
イ
エ
ズ

ス
会
士
の
聖
母
崇
敬
の
信
心
の
篤
さ
と
高
さ
を
示
す
も
の
と
し
て
有
意
義

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
尚
、
訳
注
に
あ
た
っ
て
は
こ
れ
ま
で
同
様
、
パ
リ

国
立
図
書
館
漢
籍
六
八
五
五
番
の
『
天
主
教
要
解
略
』
に
拠
っ
た
。
ま
た
、

随
時
、上
述
の
ヴ
ァ
ニ
ョ
ー
ニ
撰
述
に
な
る
『
聖
母
行
実
』
を
参
照
し
た
。

訳

 

天
使
に
よ
る

主
な
る
神
様
の
御
母
へ
の
朝
見
の
祈
祷（
七
）文

 

ア
ヴ
ェ

マ
リ
ア
、
満
ち
溢
れ
る
ほ
ど
グ
ラ
チ
ア
を
お
受
け
に
な
ら
れ
た
方
。

主
は
あ
な
た
と
共
に
い
ま
す
。
女
の
中
で
あ
な
た
は
賛
美
さ
れ
ま
す
。
あ

な
た
の
胎
の
子

イ
エ
ス
も
賛
美
さ
れ
ま
す
。

主
な
る
神
様
の
聖
母
マ
リ
ア
、
わ
た
し
た
ち
罪
人
の
た
め
に
、
今
、

主
な
る
神
様
に
祈
っ
て
く
だ
さ
い
。
わ
た
し
た
ち
が
死
ぬ
と
き
に
も
。

ア
ー
メ
ン
。

天
使
祝
詞
解
略

「
天
使
祝
詞（
八
）」

 

「
天
使
祝
詞
」
は
「
主
祷
文
」
の
次
に
置
か
れ
て
い
ま（
九
）す。
そ
れ
は
人

が
主
な
る
神
様
に
祈
り
求
め
る
と
き
、
自
分
の
思
い
が
届
き
や
す
く
な
る

よ
う
に
、
わ
た
し
た
ち
の
代
わ
り
に
聖
母
が
ま
ず
主
な
る
神
様
に
お
頼
み

く
だ
さ
る
よ
う
に
切
に
願
う
か
ら
で（
十
）す。「
天
使
祝
詞
」
の
前
半
の
四
句

は
ま
さ
し
く
天
使
が
神
の
御
母
に
朝
見
し
て
誉
め
讃
え
る
文（
十
一
）
句
、
後
半
の

四
句
は
ま
さ
し
く
後
代
の
聖
人
が
天
使
の
言
葉
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
を
短

く
ま
と
め
た
も
の
で
す
。
そ
れ
は
「
主
な
る
神
様
に
祈
っ
て
く
だ
さ
い
」

と
聖
母
に
告
げ
、
聖
母
を
祝
す
る
文
句
で（
十
二
）
す
。

 

主
な
る
神
様
は
御
降
誕
に
な
ら
れ
る
九
か
月
前
、
一
人
の
天
使
に
ユ
ダ

ヤ
の
国
に
降
っ
て
マ
リ
ア
と
い
う
名
の
お
と
め
に
次
の
よ
う
に
述
べ
て
、

御
旨
を
告
げ
知
ら
せ
る
よ
う
に
お
命
じ
に
な
ら
れ
ま
し
た
。

 
 
 

主
な
る
神
様
は
あ
な
た
を
母
と
し
て
お
選
び
に
な
り
、
あ
な
た
の
胎

を
借
り
て
御
降
誕
に
な
ら
れ
ま（
十
三
）す。

 

こ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。
主
な
る
神

様
が
天
使
に
こ
の
よ
う
に
伝
え
る
よ
う
に
お
命
じ
に
な
ら
れ
た
の
は
、
わ

た
し
た
ち
が
代
々
に
わ
た
っ
て
聖
母
の
素
晴
ら
し
さ
を
称
え
る
た
め
な
の

で（
十
四
）
す
。
す
な
わ
ち
、
後
代
の
司（
十
五
）教
及
び
聖
人
や
福（
十
六
）者
は
天
使
の
伝
え
た
こ

の
言
葉
を
唱
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
聖
母
が
わ
た
し
た
ち
に
代
わ
っ
て
、

わ
た
し
た
ち
が
主
な
る
神
様
の
救
い
に
あ
ず
か
れ
ま
す
よ
う
に
祈
っ
て
く

だ
さ（
十
七
）い
と
聖
母
に
願
い
求
め
る
た
め
だ
か
ら
な
の
で
す
。「
天
使
祝
詞
」

は
以
下
の
と
お
り
で
す
。

「
ア
ヴ
ェ
（
十
八
）」

 

こ
れ
は
貴
人
に
朝
見
し
て
慶
賀
す
る
と
き
の
文
句
で
す
。
天
使
は
聖
母
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が
主
な
る
神
様
か
ら
不
思
議
な
御
恩（
十
九
）
寵
を
い
た
だ
い
た
こ
と
を
聖
母
に
申

し
奉（
二
十
）る
た
め
に
特
別
に
遣
わ
さ
れ
ま
す
。
そ
こ
で
天
使
は
ユ
ダ
ヤ
の
国
の

慣
習
に
従
っ
て
こ
の
「
ア
ヴ
ェ
」
と
い
う
語
句
を
、
聖
母
を
称
え
る
語
の

前
に
冠
す
る
の
で
す
。
こ
う
い
う
わ
け
で
御
教
え
を
信
ず
る
諸（
二
十
一
）

聖
人
は
こ

の
文
句
を
大
切
に
保
っ
て
い
る
の
で
す
。

「
マ
リ（
二
十
二
）
ア
」

 

「
マ
リ
ア
」
と
は
主
な
る
神
様
の
御
母
の
お
名
前
で
す
。
訳
せ
ば
、「
海

の
星
」
と
な
り
ま
す
。
海
上
を
旅
す
る
者
は
東
西
南
北
の
方
角
が
分
か
ら

な
け
れ
ば
、
天
上
に
あ
る
星
を
仰
い
で
そ
れ
を
知
る
の
で
す
。

 

わ
た
し
た
ち
が
こ
の
危
う
く
険
し
い
世（
二
十
三
）

の
中
を
渉
る
の
は
海
中
に
踏
み

入
っ
て
い
く
よ
う
な
も
の
で
す
。
聖
母
の
お（
二
十
四
）

導
き
を
い
た
だ
か
な
け
れ

ば
、
主
な
る
神
様
の
お
示
し
に
な
る
聖
な（
二
十
五
）

る
道
を
守
り
行
っ
て
天
国
に
昇

る
こ
と
は
困
難
で
す
。

 

ま
た
「
マ
リ
ア
」
を
「
母
の（
二
十
六
）

主
」
と
訳
す
説
も
正
し
い
も
の
で
す
。

「
満
ち
溢
れ
る
ほ
ど
グ
ラ
チ
ア
を
お
受
け
に
な
ら
れ
た
方
（
二
十
七
）
。」

 

「
グ
ラ
チ（
二
十
八
）
ア
」
と
は
訳
せ
ば
、「
恩（
二
十
九
）
寵
」
と
な
り
ま
す
。

 

主
な
る
神
様
は
人
を
愛
さ
れ
ま
す
。
そ
こ
で
人
の
霊（
三
十
）魂
の
中
に
一
つ

の（
三
十
一
）

聖
寵
を
賦
与
な
さ
い
ま
し
た
。
こ
の
聖
寵
を
い
た
だ
く
者
は
、
心
に
道

理
を
悟
る
だ
け
で
な
く
、
ま
た
知
恵
と
才
能
を
発
揮
す
る
こ
と
が
出
来
ま

す
。
聖
寵
に
よ
っ
て
も
ろ
も
ろ
の
悪
を
避
け
、
も
ろ
も
ろ
の
善
を
行
な
う

の
で
す
。
こ
の
聖
寵
は
実
に
も
ろ
も
ろ
の
徳
の
根
本
と
な
る
も
の
で
す
。

 

死
に
臨
ん
で
こ
の
聖
寵
を
保
っ
て
い
れ
ば
、
つ
い
に
は
天
国
に
昇
る
幸

い
を
享
受
す
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
こ
う
い
う
わ
け
で
昔
の
聖
人
は
こ
れ
を

「
真
の
幸（
三
十
二
）
い
」
と
名
づ
け
た
の
で
す
。
幸
い
を
得
る
た
め
の
値
は
、
力
の

大
き
な
者
は
多
く
支
払
い
、
力
の
小
さ
な
者
は
少
な
く
支
払
い（
三
十
三
）

ま
す
。
た

だ
各
自
、
自
分
に
応
じ
た
こ
と
を
行
な
う
だ
け（
三
十
四
）

で
す
。

 

も（
三
十
五
）

し
掟
を
犯
し
て
主
な
る
神
様
に
対
し
て
罪
を
犯
す
な
ら
、
こ
の
聖
寵

を
失
い
ま
す
。
そ
の
結
果
、
悪
を
行
な
い
が
ち
に
な
り
、
善
を
行
な
う
こ

と
が
難
し
く
な
り
ま
す
。
死
に
臨
ん
で
悔
い
改
め
な
け
れ
ば
、
天
国
に
昇

る（
三
十
六
）

元
手
が
な
く
な
り
、
地
獄
の
刑
罰
を
受
け
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

 

そ
れ
は
例
え
ば
、
太
陽
の
光
が
部
屋
に
射
し
込
む
よ
う
な
も
の
で
す
。

そ
の
と
き
に
は
部
屋
の
中
か
ら
暗
が
り
は
消
え
去
り
、
ぽ
か
ぽ
か
と
暖
か

く
な
っ
て
来
ま
す
。
と
こ
ろ
が
も
し
太
陽
の
光
が
退
く
と
、
た
ち
ま
ち
部

屋
の
中
は
暗
く
な
っ
て
明
る
さ
を
失
い
ま
す
。
そ
こ
に
は
た
だ
陰
々
滅
々

た
る
状
態
が
残
る
の
み
で
、
も
は
や
生
生
発
展
の（
三
十
七
）

活
力
は
あ
り
ま
せ
ん
。

 

さ
て
太
陽
は
主
な
る
神
様
、
光
は
グ
ラ
チ
ア
の
こ
と
で
す
。
聖
寵
が
失

わ
れ
な
け
れ
ば
、
ア
ニ
マ
な
る（
三
十
八
）

霊
性
は
生
き
生
き
と
躍
動
し
、
御
教
え

の（
三
十
九
）

修
養
は
向
上
し
て
行
き
ま
す
。
し
か
し
聖
寵
が
失
わ
れ
れ
ば
、
ア
ニ
マ

な
る
霊
性
は
闇
に
覆
わ
れ
て
堕
落
し
ま
す
。
こ
れ
は
道
理
と
し
て
当
然
の

こ
と
で（
四
十
）す。

 

聖
母
は
こ
の
う
え
な
い
ほ
ど
豊
か
に
徳
を
備
え
て
お
ら
れ（
四
十
一
）

ま
す
。
主
な

る
神
様
か
ら
聖
母
へ
の
こ
の
御
恩
寵
は
い
つ
ま
で
も
変
わ
る
こ
と
が
あ
り

ま
せ
ん
。
そ
の
う
え
聖
母
は
主
な
る
神
様
か
ら
こ
と
の
ほ
か
愛
さ
れ
守
ら

れ
て
お
ら
れ
ま
す
。
主
な
る
神
様
は
誰
よ
り
も
聖
母
を
慈
し
み
守
ら

れ（
四
十
二
）

ま
す
。
し
た
が
っ
て
御
恩
寵
を
い
た
だ
い
て
い
る
も
ろ
も
ろ
の
天
使
、

も
ろ
も
ろ
の
聖
人
と
い
え
ど
も
、
誰
一
人
と
し
て
な
み
な
み
と
満
ち
溢
れ
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る
ば
か（
四
十
三
）

り
の
御
恩
寵
を
い
た
だ
い
て
い
る
こ
と
で
は
聖
母
に
並
ぶ
者
は
い

な
い
の
で
す
。
と
り
わ
け
聖
母
に
つ
い
て
「
満
ち
溢
れ
る
ほ
ど
グ
ラ
チ
ア

を
受
け
ら
れ
た
」
と
い
う
の
は
こ
う
い
う
わ
け
な
の
で
す
。

「
主
は
あ
な
た
と
共
に
い（
四
十
四
）

ま
す
。」

 

「（
四
十
五
）

主
」
と
は
主
な
る
神
様
の
こ
と
を
言
っ
て
い
ま
す
。「
あ
な
た
」
と
は

聖
母
の
こ
と
を
言
っ
て
い
ま
す
。
聖
母
御
自
身
が
母
の
胎
内
に
お
ら
れ
た

と
き
か
ら
、
主
な
る
神
様
は
す
で
に
聖
母
を
こ
と
の
ほ
か
愛
し
守
っ
て
お

ら
れ
ま
し
た
。

 

そ
れ
ゆ
え
霊
魂
と
肉
体
が
一
つ
に
合
わ
さ
る
に
な
る
と
き
に
お
い
て
さ

え
、
聖
母
は
原
罪
を
受
け
継
が
れ
な
か
っ
た
の（
四
十
六
）

で
す
。
そ
の
う
え
聖
母
は

母
の
胎
か
ら
出
た
後
も
こ
の
世
の
塵
に
汚
さ
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
聖
母
は

霊
魂
と
身
体
の
両
方
が
他
に
並
ぶ
も
の
が
な
い
ほ
ど
キ
ラ
キ
ラ
輝
く
ほ
ど

に
清
ら
か
で（
四
十
七
）

し
た
。

 

こ
う
い
う
わ
け
で
、
も
ろ
も
ろ
の
天
使
や
聖
人
も
ま
た
主
な
る
神
様
が

共
に
い
て
く
だ
さ
る
と
い
う
こ
と
は
同
じ
な
の
で
す
け
れ
ど
も
、
主
な
る

神
様
が
と
り
わ
け
聖
母
の
近
く
に
共
に
い
て
心
を
砕
い
て
く
だ（
四
十
八
）

さ
る
と
い

う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
到
底
聖
母
に
及
ぶ
べ
く
も
あ
り
ま
せ
ん
。

「
女
の
中
で
あ
な
た
は
賛
美
さ
れ（
四
十
九
）

ま
す
。」

 

女
性
は
嫁
が
な
け
れ
ば
、
子
を
産
み
育
て
る
と
い
う
こ
と
は
あ
り
ま
せ

ん
。
し
か
し
嫁
げ
ば
、
お
と
め
の
身
を
失
う
こ
と
は
免
れ
ま
せ（
五
十
）ん。
い
ま

聖
母
の
徳
は
そ
の
素
晴
ら
し
さ
に
お
い
て
す
べ
て
の
女
性
に
抜
き
ん
出
て

お
ら
れ
ま
し
た（
五
十
一
）

の
で
、
聖
母
は
主
な
る
神
様
を
お
生
み
に
な
ら
れ
た

の（
五
十
二
）

で
す
。
こ
れ
よ
り
大
き
な
功
績
は
あ
り
ま（
五
十
三
）

せ
ん
。
ま
こ
と
に
聖
母
に
あ

ら
れ
て
は
、
男
女
が
欲
望
に
よ
っ
て
交
わ
る
こ
と
か
ら
来（
五
十
四
）

る
害
を
お
受
け

に
な
ら
れ
る
こ
と
な
く
、
お
と
め
の
身
の
ま
ま
で
あ
ら
れ
ま
し
た
。
ど
う

し
て
そ
の
誉
め
称
え
る
べ
き
お
と
め
の（
五
十
五
）

清
さ
を
力
の
限
り
称
え
ず
に
お
ら

れ
ま
し
ょ（
五
十
六
）

う
か
。

「
あ
な
た
の
胎
の
子
イ
エ
ス
も
賛
美
さ
れ（
五
十
七
）

ま
す
。」

 

こ
の
句
は
聖
エ
リ
サ（
五
十
八
）

ベ
ト
が
聖
母
を
誉
め
上（
五
十
九
）

げ
た
言
葉
で
す
。
聖
エ
リ

サ
ベ
ト
は
聖
母
の
親
戚
で
あ
り
、
聖
徳
の
持
ち
主
で
し
た
。
昔
日
、
聖
母

に
お
目
見
え
し
た
と（
六
十
）き、
主
な
る
神
様
が
聖
母
の
胎
に
お
宿
り
に
な
ら
れ

た
こ
と
を
深
く
悟
り
ま
し
た
。
そ
う
い
う
わ
け
で
聖
エ
リ
サ
ベ
ト
は
こ
の

句
に
よ
っ
て
聖
母
を
称
え
、
司
教
や
諸
聖
人
も
ま
た
こ
の
言
葉
を
唱
え
る

よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
。
こ
の
言
葉
は
天
使
が
聖
母
を
称（
六
十
一
）

え
る
言
葉
の
後

に
置
か
れ
ま
す
。

 

「
イ
エ
ス
」
と
は
主
な
る
神
様
が
こ
の
世
に
お
降
り
に
な
ら
れ
て
か
ら

の
お
名
前
で
す
。
訳
せ
ば
、「
世
を（
六
十
二
）

救
う
」
と
い
う
意
味
で
す
。
主
な
る

神
様
は
世
を
救
わ
れ
ま
す
か
ら
、
人
は
み
な
主
な
る
神
様
を
賛
美（
六
十
三
）

す
る
の

で
す
。

 

主
な
る
神
様
が
め
で
た
く
こ
の
世
に
お
生
ま
れ
に
な
ら
れ（
六
十
四
）

た
源
を
辿
っ

て
行
け
ば
、
か
な
ら
ず
そ
の
母
親
に
行
き
着
き
ま
す
。
例
え
て
み
れ
ば
、

果
樹
栽
培
を
営
む
者
が
果
物
の
実
が
見
事
に
成
れ
ば
、
そ
れ
に
よ
っ
て
元

木
の
ほ
う
も
大
切
に
す
る
よ
う
な
も
の
で
す
。
そ
う
い
う
わ
け
で
マ
リ
ア

も
ま
た
主
な
る
神
様
と
共
に
賛
美
さ
れ
る
の
で
す
。

「
主
な
る
神
様
の
聖
母
マ（
六
十
五
）

リ
ア
」

 

人
は
聖
母
の
御
助
け
を
欲
し
ま
す
。
そ
う
い
う
わ
け
で
天
使
が
聖
母
を
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誉
め
称
え
る（
六
十
六
）

言
葉
を
一
言
に
纏
め
る
と
、「
主
な
る
神
様
の
聖
母
」
と
い

う
呼
び
か
け（
六
十
七
）

の
語
に
な
り
ま
す
。
何
故
な
ら
、
聖
母
は
主
な
る
神
様
に
極

め
て
近
い
と
こ
ろ
に
お
ら
れ
て
人
に
御
助
け
を
施
す
と
い
う
と
り
わ
け
大

き
な（
六
十
八
）

権
能
を
お
持
ち
だ
か
ら
で
す
。

「
わ
た
し
た
ち
罪
人
の
た（
六
十
九
）

め
に
」

 

世
界
に
誰
一
人
と
し
て
罪
の
な
い
者
は
い
ま
せ
ん
。
人
に
罪
が
あ
る
以

上
、
或
い
は
自
分
か
ら
主
な
る
神
様
に
お
赦
し
を
お
願
い
す（
七
十
）る
勇
気
は
出

な
い
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
ま
た
罪
が
あ
る
以
上
、
或
い
は
赦
さ
れ
た
い
と

い
う
本
心
が
何
と
か
し
て
主
な
る
神
様
に
届
き
や
す
く
な
る
よ
う
に
と
願

う
も
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。

 

聖
母
は
お
生
ま
れ
に
な
っ
て
こ
の
か
た
、
罪
の
汚
れ
の
な
い
お
方
で
い

ら
っ
し
ゃ
い（
七
十
一
）

ま
す
。
こ
う
い
う
わ
け
で
主
な
る
神
様
が
わ
た
し
た
ち
を
罪

か
ら
救
っ
て
く
だ
さ
る
よ
う
に
、
わ
た
し
た
ち
の
た
め
に
取
り
次
ぎ

の（
七
十
二
）

祈
り
を
聖
母
に
お
頼
み
す
る
の
で
す
。

「
今
、
主
な
る
神
様
に
祈
っ
て
く
だ
さ
い
。
わ
た
し
た
ち
が
死
ぬ
と

き（
七
十
三
）

に
も
。」

 

世
界
中
の
人
た
ち
に
と
っ
て
悩
み
の
な
い
と
き
は
な
く
、
ま
た
苦
し
み

の
な
い
と
き
も
あ
り
ま
せ
ん
。
更
に
ま
た
、
主
な
る
神
様
が
助
力
の（
七
十
四
）

恩
寵

を
く
だ
さ
る
よ
う
に
聖
母
に
取
り
次
ぎ
の
祈
り
を
願
わ
な
い
と
き
と
て
あ

り
ま
せ
ん
。
こ
う
い
う
わ
け
で「
今
、主
な
る
神
様
に
祈
っ
て
く
だ
さ
い
。」

と
唱
え
る
の
で
す
。

 

死
の
時
が
訪
れ
れ
ば
、
悩
み
は
ま
す
ま
す
深
く
な
り
ま
す
。
昔
犯
し
た

罪
は
こ
の
日
こ
の
時
に
至
っ
て
ま
す
ま
す
積
も
り
積
も
っ
て
重
く
心
に
伸

し
か
か
っ
て
来
る
の
を
覚
え
ま
す
。
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
悪
魔
が
災
い
を
な

し
、
誘
惑
は
ま
す
ま
す
激
し
く
な
り
ま
す
。
他
方
、
心
の
働
き
は
ま
す
ま

す
鈍
く
な
り
、
体
力
は
ま
す
ま
す
衰
え（
七
十
五
）

ま
す
。
そ
こ
で
聖
母
が
そ
れ
ら
の

人
々
を
救
い
に
導
い
て
く
だ
さ
る
よ
う
に
、
ま
す
ま
す
真
剣
に
聖
母
に
お

願
い
す
る
べ
き
な
の（
七
十
六
）

で
す
。

 

こ
う
い
う
わ
け
で
御
教
え
を
信
ず
る（
七
十
七
）

人
々
が
常
に
聖
母
を
敬
い（
七
十
八
）

奉
る
な

ら
ば
、
臨
終
に
際
し
て
多
く
の
報
い
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
の
で
す
。

 

わ
た
し
た
ち
大
西
洋
の
国
の
慣
習
と
し
て
、
毎
日
夕
方
に
は
三
回
鐘
を

鳴
ら
し
ま
す
。
そ
れ
は
一
回
鐘
が
な
る
ご
と
に
、
人
々
が
天
使
祝
詞
を
一

遍
唱
え
る
た
め
な
の（
七
十
九
）

で
す
。
天
使
祝
詞
を
唱
え
る
理
由
は
以
上
述
べ
た
と

お
り
で
す
。

「
ア
ー
メ（
八
十
）ン。」

 

「
ア
ー
メ
ン
」の
解
説
は「
主
祷
文
解
略
」の
箇
所
に
記
し
て
あ
り
ま
す
。

漢
訳
「
天
使
祝
詞
」
原
文

 

天
神
朝

 
Tiānshén cháo

天
主
聖
母
経
典

Tiānzhǔ  Shèngm
ǔ jīng

 
亜
物
，

 
Yàw
ù,

瑪
利
亜
，
満
被
額
辣
済
亜
者
，
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M
ǎlìyà, m

ǎn bèi élàjìyà zhě,

主
与
爾
偕
焉
，
女
中
爾
為
讃
美
。
爾
胎
子

Zhǔ yǔ ér xié yān, nǚzhōng ér w
éi zànm

ěi. Ér tāizǐ
耶
穌
併
為
讃
美
。

Yēsū bìng w
éi zànm

ěi.

天
主
聖
母
瑪
利
亜
，
為
我
等
罪
人
，
今
祈

Tiānzhǔ Shèngm
ǔ M
ǎlìyà, w

èi w
ǒděng zuìrén, jīn qí

天
主
。
及
我
等
死
候
。　

亜
孟
。

Tiānzhǔ. Jí w
ǒděng sǐhou.  Yàm

èng.

注

（
一
） 

『
天
主
教
要
』
に
関
し
て
は
例
え
ば
張
西
平
の
「『
天
主
教
要
』
考
」（
世
界
宗
教

研
究
七
十
八
期
、
一
九
九
九
年
、
九
十
頁
〜
九
十
八
頁
）
が
分
か
り
や
す
く
解
説

し
て
く
れ
て
い
る
。

（
二
） 

方
豪
『
六
十
自
定
稿
』
下
冊
「
利
瑪
竇
年
譜
」、
台
湾
学
生
書
局
、
一
九
六
九
年
、

一
五
二
頁
。

（
三
） 

リ
ッ
チ
『
中
国
キ
リ
ス
ト
教
布
教
史　

二
』（
川
名
公
平
訳
・
矢
沢
利
彦
注
）
岩

波
書
店
、
一
九
八
三
年
、
四
十
八
頁
〜
四
十
九
頁
。

（
四
） 

リ
ッ
チ
『
中
国
キ
リ
ス
ト
教
布
教
史　

一
』（
川
名
訳
・
矢
沢
注
）
岩
波
書
店
、

一
九
八
三
年
、
五
七
四
頁
。

（
五
） 

リ
ッ
チ
『
中
国
キ
リ
ス
ト
教
布
教
史　

一
』
四
七
六
頁
〜
四
七
八
頁
。

（
六
） 

『
聖
母
行
実
』
に
は
名
古
屋
の
篤
信
の
カ
ト
リ
ッ
ク
信
者
の
故
吉
田
教
専
さ
ん
が

一
九
九
〇
年
に
自
費
出
版
の
形
で
出
さ
れ
た
翻
訳
が
あ
る
。
吉
田
さ
ん
は
台
湾
学

生
書
局
か
ら
一
九
八
四
年
に
出
た
『
天
主
教
東
伝
文
献
三
篇
』
第
三
冊
に
収
め
ら

れ
た
『
聖
母
行
実
』
を
も
と
に
翻
訳
の
仕
事
を
進
め
ら
れ
た
。
し
か
し
こ
れ
に
は

所
々
欠
葉
が
あ
る
。
そ
こ
で
吉
田
さ
ん
は
ま
ず
矢
沢
利
彦
先
生
に
ご
連
絡
を
取
り
、

矢
沢
先
生
の
ご
紹
介
で
わ
た
く
し
に
連
絡
を
く
だ
さ
っ
た
。
早
速
わ
た
く
し
は
手

元
に
あ
っ
た
パ
リ
国
立
図
書
館
漢
籍
目
録
第
六
六
九
九
番
の
『
聖
母
行
実
』
の
マ

イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
か
ら
欠
葉
箇
所
を
プ
リ
ン
ト
し
て
吉
田
さ
ん
の
元
に
送
ら
せ
て

い
た
だ
い
た
。
そ
の
後
わ
た
く
し
は
吉
田
さ
ん
か
ら
送
ら
れ
た
訳
稿
を
読
ま
せ
て

い
た
だ
き
、
漢
文
の
原
文
と
照
ら
し
合
わ
せ
た
う
え
で
卑
見
を
申
し
上
げ
た
。
吉

田
さ
ん
は
卑
見
を
参
考
材
料
に
し
て
訳
稿
を
完
成
し
、
訳
書
『
聖
母
行
実
』
を
上

梓
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

（
七
） 

原
文
は
「
天
神
朝
天
主
聖
母
経
」（『
天
主
教
要
解
略
』
上
巻
、
七
葉
表
）（
以

下
、
頁
数
の
み
表
記
）。Ave  M

aria

（
天
使
祝
詞
）
の
こ
と
。
漢
文
はSalutatio 

angelica

を
訳
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。「
天
使
祝
詞
」と
は
齊
藤
克
弘
に
よ
れ
ば
、

「『
お
め
で
と
う
、
恵
ま
れ
た
方
。
主
が
あ
な
た
と
共
に
折
ら
れ
る
』〔
ル
カ
一
：
二

十
八
〕と
い
う
天
使
ガ
ブ
リ
エ
ル
の
受
胎
告
知
に
始
ま
る
聖
母
マ
リ
ア
へ
の
祈
り
。」

（
大
貫
隆
他
編
『
岩
波
キ
リ
ス
ト
教
辞
典
』「
ア
ヴ
ェ
・
マ
リ
ア
」、
二
〇
〇
二
年
、

八
頁
）
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

 
 

た
だ
「
天
神
朝
天
主
聖
母
経
」
と
い
う
漢
文
名
を
直
訳
す
れ
ば
、「
天
使
が
天
主

の
聖
母
に
朝
見
す
る
経
」
で
あ
る
。「
朝
」
と
い
う
語
は
漢
文
で
臣
下
が
皇
帝
に
会

う
と
き
に
多
く
使
わ
れ
る
動
詞
で
あ
る
。
こ
う
し
た
特
別
な
語
の
使
用
か
ら
漢
文

の
天
使
祝
詞
で
は
天
使
が
神
か
ら
遣
わ
さ
れ
て
「
主
の
は
し
た
め
」
の
マ
リ
ア
に

受
胎
告
知
を
す
る
と
い
う
よ
り
も
、
天
使
がTheotokos

（
神
の
母
）
に
謁
見
す

る
と
い
う
側
面
が
強
く
出
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（
八
） 

原
文
は
「
聖
母
経
」（
七
葉
裏
）。

（
九
） E. Krebs

に
よ
れ
ば
、
天
使
祝
詞
が
「
私
的
信
心
と
し
て
現
は
れ
た
の
は
十
一

世
紀
で
あ
る
が
、
其
の
頃
聖
母
小
聖
務
日
課
が
一
般
信
者
間
に
も
唱
へ
ら
れ
た
所

か
ら
天
使
祝
詞
が
彼
等
に
知
ら
れ
る
や
う
に
な
つ
た
の
で
あ
る
。
一
一
九
八
年
パ

リ
教
会
会
議
が
信
徒
は
主
祷
文
と
信
経
の
外
に
天
使
祝
詞
を
唱
え
ふ
べ
し
と
規
定
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し
た
の
は
、
天
使
祝
詞
に
関
し
て
我
等
の
知
れ
る
最
古
の
規
定
で
あ
る
。」（
冨
山

房
『
カ
ト
リ
ッ
ク
大
辞
典　

Ⅰ
』「
祈
り
」、
一
九
四
〇
年
、
二
〇
二
頁
）
と
あ
る

よ
う
に
、
中
世
に
お
い
て
「
天
使
祝
詞
」
は
祈
祷
文
と
し
て
重
視
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
。『
天
主
教
要
解
略
』
に
お
い
て
も
「
主
祷
文
」
の
次
に
置
か
れ
て
い
る
の

も
そ
の
よ
う
な
事
情
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
日
本
の『
ド
チ
リ
ナ
・
キ
リ
シ
タ
ン
』

に
お
い
て
も
「
天
使
祝
詞
」
は
「
主
祷
文
」
の
次
に
置
か
れ
て
い
る
。

（
十
） 

原
文
は
「
冀
頌
聖
母
，
先
為
代
請
焉
。」（
七
葉
裏
）。

（
十
一
）
原
文
は
「
賛
頌
之
詞
」（
七
葉
裏
）。

（
十
二
）
原
文
は
「
祝
告
聖
母
祈
求
天
主
之
詞
」（
七
葉
裏
）。

（
十
三
）
原
文
は
「
天
主
択
爾
為
母
，
借
胎
降
誕
。」（
七
葉
裏
、
八
葉
表
）。
新
約
聖
書

ル
カ
に
よ
る
福
書
第
一
章
の
受
胎
告
知
の
部
分
に
は
こ
れ
に
対
応
す
る
箇
所
は
な

い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。『
聖
母
行
実
』
で
は
「
時
瑪
利
亜
年
十
有
五
。」（『
天
主
教

東
伝
文
献
三
篇
』
第
三
冊
、
一
二
五
九
頁
）
と
こ
の
時
、
マ
リ
ア
が
十
五
歳
で
あ
っ

た
こ
と
の
み
を
記
す
。

（
十
四
）
原
文
は
「
因
歴
頌
其
美
」（
八
葉
裏
）。

（
十
五
）「
主
教
」
と
い
う
中
国
語
は
現
在episcopus
（
司
教
）
の
こ
と
を
指
す
。
こ

こ
で
は
単
に
漠
然
と
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
指
導
者
や
監
督
者
の
こ
と
を
指
し
て
い

る
の
か
も
知
れ
な
い
。
楊
廷
筠
の
『
天
釈
明
弁
』
で
は
司
教
を
「
畀
斯
玻
」（
ポ
ル

ト
ガ
ル
語bispo

の
漢
訳
語
と
思
わ
れ
る
）
と
し
て
い
る
（
呉
相
湘
主
編
『
天
主
教

東
伝
文
献
』
第
一
冊
、
一
九
六
六
年
、
三
八
二
頁
）。

（
十
六
）
原
文
は
「
聖
賢
」（
八
葉
表
）。
直
訳
す
れ
ば
、「
聖
人
や
賢
者
」
だ
が
、「
聖
」

はsanctus

（
聖
人
）、「
賢
」
はbeatus

（
福
者
）
の
意
味
に
置
き
換
え
て
訳
し
て

み
た
。
カ
ト
リ
ッ
ク
に
は
も
う
一
つvnerabilis

（
尊
者
）
が
あ
り
、
聖
人
、
福
者
、

尊
者
と
い
う
順
序
で
聖
な
る
者
の
秩
序
が
形
成
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
い
う
「
聖

賢
」
と
は
聖
人
を
上
位
に
置
く
聖
な
る
人
々
の
群
れ
を
指
し
て
い
る
と
思
わ
れ
た

の
で
「
聖
人
や
福
者
」
と
訳
し
て
み
た
わ
け
で
あ
る
。
以
下
で
は
「
聖
賢
」
は
そ

の
よ
う
な
意
味
で
聖
な
る
者
の
群
れ
と
し
て
「
諸
聖
人
」
と
訳
す
こ
と
に
す
る
。

（
十
七
）
原
文
は
「
為
代
己
請
救
於
天
主
」（
八
葉
裏
）。

（
十
八
）
原
文
は
「
亜
物
」（
八
葉
裏
）。
ラ
テ
ン
語
文
のAve

に
対
応
す
る
（
ラ
テ
ン
語

文
は
倉
田
清
他
著
『
仏
英
独
日
対
照　

現
代
キ
リ
ス
ト
教
用
語
辞
典
』〈
大
修
館
書

店
、
一
九
八
五
年
、
十
三
頁
〉
に
拠
っ
た
）。

（
十
九
）
原
文
は
「
異
寵
」（
八
葉
裏
）。

（
二
十
）
原
文
は
「
奉
報
」（
八
葉
裏
）。「
奉
」
は
『
大
漢
和
辞
典
』
に
よ
れ
ば
、「
天
子
・

神
仏
な
ど
の
こ
と
に
対
す
る
敬
語
」（
第
三
巻
「
奉
」、
五
七
九
頁
）
と
あ
る
よ
う

に
最
高
度
の
謙
譲
の
意
を
示
す
敬
語
で
あ
る
。
こ
う
し
た
敬
語
の
使
用
か
ら
見
て

も
『
天
主
教
要
解
略
』
で
は
天
使
が
「
神
の
母
」
な
る
マ
リ
ア
に
謁
見
す
る
と
い

う
側
面
が
強
調
さ
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

（
二
十
一
） 

原
文
は
「
教
中
聖
賢
」（
八
葉
裏
）。

（
二
十
二
） 

原
文
は
「
瑪
利
亜
」（
八
葉
裏
）。
ラ
テ
ン
語
文
のM

aria

に
対
応
す
る
。

（
二
十
三
） 

原
文
は「
険
危
世
界
」（
九
葉
表
）。「
世
界
」は
も
と
も
と
仏
教
用
語
で
あ
る
。

（
二
十
四
） 

原
文
は
「
聖
母
接
引
」（
九
葉
裏
）。「
接
引
」
と
は
丁
福
保
編
纂
『
仏
学
大

辞
典
』（
文
物
出
版
社
）
に
よ
れ
ば
、「
接
取
引
導
人
」（
九
八
四
頁
）
の
意
で
あ
る
。

『
観
無
量
寿
経
』
に
「
其
光
柔
輭
，
普
照
一
切
，
以
此
宝
手
，
接
引
衆
生
。」（
傍
線

訳
者
注
。
以
下
同
じ
）（
岩
波
文
庫
『
浄
土
三
部
経
』〈
中
村
元
他
訳
註
〉
下
、
一

九
九
一
年
、
六
十
四
頁
）
と
し
て
出
て
来
る
。
同
岩
波
文
庫
の
「
接
引
」
の
「
註
」

に
は
、「
親
し
く
仏
が
衆
生
を
浄
土
に
導
き
迎
え
る
こ
と
。」（
同
書
一
〇
五
頁
）
と

あ
る
。「
接
引
」
は
純
然
た
る
仏
教
用
語
で
あ
る
。「
仏
」
を
「
聖
母
」
に
置
き
換

え
れ
ば
、「
親
し
く
聖
母
が
人
々
を
天
国
に
導
き
迎
え
る
こ
と
」
に
な
る
で
あ
ろ
う

か
。

（
二
十
五
） 

原
文
は
「
天
主
聖
道
」（
九
葉
表
）。「
聖
道
」
は
も
と
も
と
聖
人
の
道
と
い

う
意
味
の
儒
教
用
語
で
あ
る
が
、「
聖
者
之
道
」（
丁
福
保
『
仏
学
大
辞
典
』
一
一

五
二
頁
）
或
い
は
「『
四
聖
諦
』
と
『
八
正
道
』
の
合
称
」（『
漢
語
大
詞
典
』
第
八

巻
、
六
七
二
頁
）
と
あ
る
よ
う
に
仏
教
用
語
で
も
あ
る
。
こ
こ
で
は
「
接
引
」
と

の
関
連
か
ら
仏
教
語
と
し
て
意
識
さ
れ
た
う
え
で
、
天
主
教
の
用
語
と
し
て
転
用

さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

（
二
十
六
） 

原
文
は
「
母
主
」（
九
葉
裏
）。
イ
エ
ズ
ス
会
のL. Kosters

に
よ
れ
ば
、「
マ
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リ
ア
と
い
ふ
名
に
対
し
て
は
六
十
以
上
の
解
釈
が
行
な
は
れ
る
。
例
へ
ば
『
主
婦
』

（Dom
ina

）、「
海
の
星
」、「
苦
き
海
」、「
天
主
を
愛
す
る
者
」、「
天
主
に
愛
さ
れ

う
る
者
」
な
ど
を
意
味
す
る
と
い
ふ
。
確
実
な
語
義
は
知
ら
れ
て
ゐ
な
い
。」（
冨

山
房
『
カ
ト
リ
ッ
ク
大
辞
典
』
第
四
巻
「
マ
リ
ア
」、
一
九
五
四
年
、
八
八
五
頁
）

と
あ
る
。「
母
主
」
と
い
う
の
はDom

ina

を
訳
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
原
語
が

特
定
出
来
な
い
。

 
 

た
だ
ヴ
ァ
ニ
ョ
ー
ニ
の
『
聖
母
行
実
』
巻
三
に
は
「
聖
母
護
生
産
者
」
の
項
目

が
あ
っ
て
、
マ
リ
ア
が
世
の
母
親
を
守
り
助
け
た
話
が
六
つ
記
さ
れ
て
い
る
。
一

つ
め
は
フ
ラ
ン
ス
の
王
妃
に
長
い
こ
と
待
望
し
て
い
た
子
供
（
後
の
国
王
聖
ル
イ
）

が
与
え
ら
れ
た
話
、
二
つ
め
は
子
の
な
い
名
望
家
の
夫
婦
に
与
え
ら
れ
た
娘
が
不

良
に
な
っ
た
け
れ
ど
も
、
悔
い
改
め
て
修
道
院
に
入
る
話
、
三
つ
め
は
子
の
な
い

裕
福
な
夫
婦
に
与
え
ら
れ
た
子
供
（
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
）
が
神
に
仕
え
る
人
生
を
歩

む
話
、
四
つ
め
は
子
の
な
い
ガ
リ
ア
の
国
王
に
与
え
ら
れ
た
娘
が
成
長
し
て
聖
エ

リ
サ
ベ
ト
に
な
っ
た
話
、
五
つ
め
は
マ
リ
ア
が
イ
エ
ス
を
産
ん
だ
と
き
に
用
い
た

繦
褓
が
安
産
に
役
立
っ
た
話
、
六
つ
め
は
善
良
な
庶
民
に
女
の
子
が
生
ま
れ
た
が

数
日
後
に
亡
く
な
っ
た
た
め
に
、
聖
人
フ
ェ
デ
リ
コ
（
？
）
が
マ
リ
ア
に
祈
っ
た

と
こ
ろ
生
き
返
っ
た
話
（『
天
主
教
東
伝
文
献
三
篇
』
第
三
冊
、
一
四
九
八
頁
〜
一

五
〇
三
頁
）、
以
上
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
マ
リ
ア
が
「
母
主
」、
す
な
わ
ち
母
親
の

主
と
呼
ば
れ
る
に
相
応
し
い
し
る
し
で
あ
ろ
う
。

（
二
十
七
） 

原
文
は
「
満
被
額
辣
済
亜
者
」（
九
葉
表
）。
ラ
テ
ン
語
文
のgratia plena

に
対
応
す
る
。

（
二
十
八
） 

漢
訳
語
の
「
額
辣
済
亜
」
はgratia

（
恩
寵
）
を
音
訳
し
た
も
の
で
あ
る
。

（
二
十
九
） 

原
文
は
「
寵
」
と
の
み
記
す
（
八
葉
裏
）。

（
三
十
）
原
文
も
「
霊
魂
」（
八
葉
裏
）。「
霊
魂
」
は
キ
リ
ス
ト
教
のanim

a

（
英
語
の

soul

）、
す
な
わ
ち
「
神
に
か
た
ど
ら
れ
た
知
恵
と
自
由
意
志
を
備
え
た
精
神
的
存

在
者
」（
小
林
珍
雄
編
『
キ
リ
ス
ト
教
百
科
事
典
』「
霊
魂
」、
エ
ン
デ
ル
レ
書
店
、

一
九
六
〇
年
、
一
八
六
一
頁
）
の
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

（
三
十
一
） 

原
文
も
「
聖
寵
」（
八
葉
裏
）。

（
三
十
二
） 

原
文
は
「
真
福
」（
八
葉
裏
）。

（
三
十
三
） 

原
文
は
「
其
値
，
則
大
者
大
償
，
小
者
小
償
。」（
八
葉
裏
）。
こ
こ
で
は
天

国
に
入
る
幸
い
を
得
る
こ
と
が
、
商
取
引
の
用
語
で
解
説
し
て
あ
る
と
こ
ろ
が
特

徴
的
で
あ
る
。

（
三
十
四
） 

原
文
は
「
唯
自
所
為
耳
。」（
八
葉
裏
）。

（
三
十
五
） 

原
文
は「
誡
」（
八
葉
裏
）。m

andatum

やpraeceptum

の
こ
と
。「
戒
律
」

と
も
言
わ
れ
る
。
浜
口
吉
隆
に
よ
れ
ば
、「
通
常
、
神
の
掟
と
教
会
の
掟
に
大
別
さ

れ
る
が
、
倫
理
神
学
の
内
容
と
体
系
を
規
定
し
て
き
た
掟
は
十
戒
で
あ
る
。」（
研

究
社
『
新
カ
ト
リ
ッ
ク
大
事
典
』
第
一
巻
「
お
き
て
」、
一
九
九
六
年
、
九
〇
三
頁
）

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
実
質
的
に
は
「
十
戒
」
を
指
す
も
の
と
思
わ
れ
る
。

（
三
十
六
） 

原
文
は
「
昇
天
之
資
」（
九
葉
表
）。「
資
」
は
注
（
三
十
三
）
と
同
様
に
商

取
引
の
関
係
か
ら
述
べ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
の
「
資
」
は
商
取
引
を
成
立

さ
せ
る
た
め
に
必
要
な
資
金
や
資
力
を
意
味
す
る
「
資
」
の
こ
と
で
あ
る
と
思
わ

れ
る
。

（
三
十
七
） 

原
文
は
「
無
復
生
意
」（
九
葉
表
）。「
生
意
」
は
北
宋
の
思
想
家
程
明
道
の

『
河
南
程
子
遺
書
』
巻
十
一
の
中
に
、「
万
物
之
生
意
最
可
観
，
此
元
者
善
之
長
也
。

斯
所
謂
仁
也
。
人
与
天
地
一
物
也
，
而
人
特
自
小
之
，
何
耶
？
」（
中
華
書
局
『
二

程
集
』
第
一
冊
、
一
九
八
一
年
、
一
二
〇
頁
）
と
し
て
出
て
来
る
。
中
国
思
想
史

研
究
の
碩
学
島
田
虔
次
に
よ
れ
ば
、「
仁
と
は
天
地
生
生
の
徳
そ
の
も
の
で
あ
り
、

同
じ
天
地
の
生
意
が
自
己
と
万
物
と
を
貫
通
し
て
い
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
万
物
一

体
で
あ
る
。」（『
中
国
思
想
史
の
研
究
』、
二
〇
〇
二
年
、
十
八
頁
）
と
あ
る
よ
う

に
、こ
こ
で
の
「
生
意
」
も
ま
た
万
物
一
体
の
仁
に
つ
な
が
る
「
生
意
」
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
ま
た
「
生
」
と
い
う
語
は
、「
陽
明
以
後
の
明
代
思
想
界
の
根
本
的
情
調
を

表
す
最
も
特
徴
的
な
言
葉
で
あ
っ
た
」（
同
書
四
十
四
頁
）
と
あ
る
よ
う
に
、
明
代

思
想
界
の
巨
人
王
陽
明
に
と
っ
て
の
万
物
一
体
の
仁
は
、「
よ
り
多
く
人
と
人
と
の

間
の
道
徳
心
情
の
つ
な
が
り
を
指
し
て
い
る
。
人
々
の
困
苦
窮
乏
を
わ
が
身
の
疾

痛
の
よ
う
に
受
け
と
め
、・
・
・
大
同
の
世
を
実
現
す
る
よ
う
・
・
に
仕
向
け
よ
う

と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。」（
溝
口
雄
三
他
編
『
中
国
思
想
文
化
辞
典
』、
市
来
津
理
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彦
・
溝
口
雄
三
「
陽
明
学
」、
東
大
出
版
会
、
二
〇
〇
一
年
、
三
九
一
頁
）
の
で
あ

り
、明
末
の「
生
意
」と
は
単
な
る
生
物
学
的
な
ヴ
ァ
イ
タ
リ
テ
ィ
ー
と
い
う
よ
り
、

社
会
的
公
正
性
が
実
現
さ
れ
人
々
が
活
力
に
満
た
さ
れ
て
働
く
社
会
状
態
の
こ
と

を
指
す
言
葉
で
あ
る
。

 
 

従
っ
て
神
の
恩
寵
が
「
生
意
」
を
も
た
ら
す
光
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
個
人

的
な
幸
福
を
も
た
ら
す
光
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
社
会
的
正
義
を
実
現
す
る
力

を
持
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
が
含
意
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
明
末
中
国
に
あ
っ
て
恩
寵

は
個
人
的
次
元
に
と
ど
ま
る
だ
け
で
な
く
、
社
会
的
次
元
に
ま
で
拡
大
さ
れ
得
る

も
の
で
も
あ
り
得
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

（
三
十
八
） 

原
文
は
「
霊
性
」（
九
葉
表
）。
中
国
語
の
「
霊
性
」
は
『
漢
語
大
詞
典
』

に
よ
れ
ば
、
一
つ
め
は
精
神
や
精
気
、
二
つ
め
は
人
の
具
有
す
る
と
こ
ろ
の
聡
明

才
知
、
三
つ
め
は
霊
魂
で
あ
る
（
第
十
一
巻
、
七
五
七
頁
）。
天
啓
四
（
一
六
二
四
）

年
に
イ
タ
リ
ア
人
イ
エ
ズ
ス
会
士
サ
ン
ビ
ア
ー
ゾ
が
著
し
た『
霊
言
蟸
勺
』の「
引
」

の
冒
頭
に
は
「
亜
尼
瑪
〜
訳
言
霊
魂
，
亦
言
霊
性
〜
之
学
」（
呉
相
湘
主
編
『
天
学

初
函
』
第
二
冊
、台
湾
学
生
書
局
、一
九
六
五
年
、一
一
二
七
頁
）
と
あ
る
よ
う
に
、

『
漢
語
大
詞
典
』
の
三
つ
め
の
意
味
に
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
「
霊
性
」

は
「
霊
魂
」
同
様anim

a

の
漢
訳
語
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
現
代
に
お
い
て
「
霊
性
」

と
訳
さ
れ
る
こ
と
の
多
い
神
学
上
のspiritualitas

と
は
異
な
る
も
の
と
考
え
ら
れ

る
。

（
三
十
九
） 

原
文
は
「
聖
修
」（
九
葉
表
）。
こ
の
語
に
対
し
て
は
、exercitia pietatis

（
信
心
業
）、recollectio

（
静
修
）、exercitia spiritualia

（
霊
操
）
と
い
う
三

つ
ほ
ど
の
神
学
概
念
が
対
応
す
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
い
ず
れ
と
も
特
定
し
難
い
が
、

「
聖
修
」
の
直
後
に
来
る
「
向
上
し
て
行
き
ま
す
」
と
訳
し
た
述
語
動
詞
の
「
進
達
」

に
は
段
階
的
に
向
上
す
る
と
い
う
趣
き
が
あ
る
よ
う
な
の
で
、『
解
略
』の
中
の「
聖

修
」
は
或
い
は
イ
エ
ズ
ス
会
に
よ
っ
て
重
視
さ
れ
た
ロ
ヨ
ラ
の
「
霊
操
」
を
念
頭

に
置
い
て
い
る
の
か
も
知
れ
な
い
。

（
四
十
）
原
文
は「
自
然
之
理
」（
九
葉
表
）。
こ
れ
は『
朱
子
語
類
』巻
十「
学　

四
」「
読

書
法　

上
」の
中
に「
読
書
以
観
聖
賢
之
意
；
因
聖
賢
之
意
、以
観
自
然
之
理
。」（
中

華
書
局
本
第
一
冊
、
一
六
二
頁
）
や
或
い
は
、『
河
南
程
子
遺
書
』
巻
二
十
四
の
中

に
「
若
性
之
理
也
則
無
不
善
，曰
天
者
，自
然
之
理
也
。」（
中
華
書
局
本
『
二
程
集
』

第
一
冊
、
三
一
二
頁
）
と
し
て
出
て
来
る
。
正
統
的
な
儒
教
思
想
の
流
れ
か
ら
す

れ
ば
、「
自
然
之
理
」
と
は
天
に
根
拠
を
置
く
と
こ
ろ
の
、
そ
う
あ
る
べ
く
し
て
そ

れ
以
外
に
は
あ
り
得
な
い
道
理
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。『
解

略
』
で
は
「
自
然
之
理
」
と
い
う
語
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
恩
寵
が
信
者
の

成
長
に
と
っ
て
不
可
欠
な
原
理
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
よ
う
に
も
考
え
ら

れ
な
い
だ
ろ
う
か
。

（
四
十
一
） 

原
文
は
「
聖
母
徳
極
隆
備
。」（
九
葉
表
）。『
漢
語
大
詞
典
』
で
は
「
隆
備
」

に
「
隆
重
而
完
美
」（
第
十
一
巻
、
一
〇
八
四
頁
）
と
語
釈
を
加
え
、
明
の
劉
若
愚

の
『
酌
中
志
』
巻
十
六
の
中
の
「
香
燭
煇
煇
，
儀
文
隆
備
，
世
所
罕
見
。」（
北
京

古
籍
叢
書
『
長
安
客
話　

酌
中
志
』
巻
十
六
「
内
府
衙
門
職
掌
」
北
京
古
籍
出
版
社
、

一
九
九
四
年
、
一
二
〇
頁
）
を
用
例
と
し
て
挙
げ
る
（
但
し
、『
漢
語
大
詞
典
』
は

出
典
箇
所
を
「
内
臣
職
掌
紀
略
」
と
誤
記
）。
こ
れ
か
ら
「
隆
備
」
と
い
う
語
に
よ
っ

て
聖
母
に
備
わ
っ
た
徳
が
欠
け
る
と
こ
ろ
な
く
十
全
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
よ
う

と
し
て
い
る
こ
と
が
窺
え
よ
う
。

（
四
十
二
） 

原
文
は
「
寵
綏
独
盛
。」（
九
葉
表
）。「
寵
綏
」
は
『
尚
書
正
義
』
巻
十
一
「
泰

誓
上
」
の
中
に
、「
天
佑
下
民
，
作
之
師
，『
惟
其
克
相
上
帝
，
寵
綏
四
方
。』（
十

三
経
注
疏
整
理
本
第
二
冊
、
北
京
大
学
出
版
、
二
〇
〇
〇
年
、
三
二
三
頁
）（
〜

平
凡
社
中
国
古
典
文
学
大
系
所
収
の
赤
塚
忠
訳
『
書
経
』
は
「
天
は
地
上
の
人
民

を
擁
護
す
る
う
え
に
、
君
主
を
立
て
師
長
を
お
い
て
、
よ
く
上
帝
を
助
け
て
四
方

の
人
民
を
愛
養
し
て
安
心
さ
せ
よ
う
と
な
さ
っ
て
い
る
。」〈
一
六
三
頁
〉
と
訳
す
）

と
し
て
出
て
来
る
。
同
箇
所
の
孔
頴
達
の
「
疏
」
に
は
、「
為
人
君
為
人
師
者
，
天

意
如
此
，
不
可
違
天
。
我
今
惟
其
当
能
佑
助
上
天
，
寵
安
四
方
之
民
，
使
民
免
於

患
難
。」（
同
書
三
二
三
、
四
頁
）
と
あ
る
。
要
す
る
に
、「
寵
綏
」
は
天
が
人
民
を

慈
し
ん
で
苦
難
か
ら
守
る
こ
と
を
意
味
す
る
。『
解
略
』
で
は
「
天
」
が
「
神
」
に
、

「
人
民
」
が
「
マ
リ
ア
」
に
置
き
換
え
ら
れ
る
形
で
「
寵
綏
」
と
い
う
語
が
用
い
ら

れ
て
い
る
。
こ
の
「
寵
綏
」
と
い
う
語
に
よ
り
、
神
の
マ
リ
ア
へ
の
恩
寵
が
絶
大
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で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

（
四
十
三
） 

原
文
は「
充
溢
饒
足
」（
九
葉
表
）。「
充
溢
」は『
史
記
』「
平
準
書
」の
中
に
、

「
太
倉
之
粟
陳
陳
相
因
，
充
溢
露
積
於
外
，
至
腐
敗
不
可
食
。」（
中
華
書
局
本
第
四

冊
、一
四
二
〇
頁
）と
し
て
出
て
来
る
。
ま
た「
饒
足
」は
蘇
轍
の「
民
政
策
下
」（
第

三
道
）
の
中
に
、「
導
之
有
方
，
而
取
之
有
法
，
則
其
民
豊
楽
饒
足
，
老
死
而
無
憾
。」

（
曽
棗
庄
・
舒
大
剛
主
編
『
三
蘇
全
書
』
第
十
八
冊
、
語
文
出
版
社
、
二
〇
〇
一
年
、

三
三
五
頁
）
と
し
て
出
て
来
る
。
こ
れ
ら
の
用
例
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、「
充
溢
饒

足
」
と
い
う
表
現
は
マ
リ
ア
に
対
す
る
神
の
祝
福
が
言
い
尽
く
せ
ぬ
ほ
ど
豊
か
で

あ
る
こ
と
を
強
調
し
た
も
の
で
あ
り
、
人
間
の
中
で
神
か
ら
最
高
の
祝
福
を
受
け

た
存
在
と
し
て
マ
リ
ア
は
捉
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

（
四
十
四
） 

原
文
は
「
主
与
爾
偕
焉
。」（
九
葉
表
）。
ラ
テ
ン
語
文
のDom
inus tecum

に
対
応
す
る
。

（
四
十
五
） 

原
文
も
「
主
」（
九
葉
表
）。

（
四
十
六
） 

原
文
は
「
当
神
形
之
交
，
即
不
受
元
罪
。」（
九
葉
表
裏
）。
こ
れ
は

im
m
aculta conceptio

（
無
原
罪
の
御
宿
り
）
の
こ
と
で
あ
る
。『
聖
母
行
実
』

巻
一
に
は
、「
凡
受
者
，
当
神
形
交
合
時
，
皆
染
始
祖
之
病
，
所
謂
元
罪
也
。・
・
・

独
瑪
利
亜
豫
蒙
天
主
祐
寵
，
免
其
夙
染
。」（『
天
主
教
東
伝
文
献
三
篇
』（
三
）、
一

二
八
七
、
八
頁
）
と
詳
述
す
る
。

（
四
十
七
） 

原
文
は
「
瑩
粋
無
比
。」（
九
葉
裏
）。『
詩
経
』「
齊
風
」「
著
」
に
「
尚
之

以
瓊
瑩
乎
而
。」
と
い
う
一
節
が
あ
り
、
平
凡
社
中
国
古
典
文
学
大
系
所
収
の
目
加

田
誠
訳
『
詩
経
・
楚
辞
』
で
は
「
そ
が
上
に
か
が
や
け
る
玉
の
飾
り
」（
七
十
三
頁
）

と
訳
す
。「
瑩
粋
」
は
透
き
通
っ
た
宝
石
の
形
象
を
指
す
語
で
あ
ろ
う
。

（
四
十
八
） 

原
文
は
「
聖
母
之
与
偕
，
尤
為
親
切
」（
九
葉
裏
）。

（
四
十
九
） 

原
文
は
「
女
中
爾
為
讃
美
。」（
九
葉
裏
）。
ラ
テ
ン
語
文
はbenedicta tu 

in m
ulieribus

が
対
応
す
る
。
ラ
テ
ン
語
に
合
わ
せ
て
、漢
文
も
受
身
表
現
に
な
っ

て
い
る
。
ル
カ
に
よ
る
福
音
書
一
章
四
十
二
節Benedicta tu inter m

ulieribus

（
あ
な
た
は
女
の
う
ち
で
祝
福
さ
れ
た
か
た
〜
新
約
聖
書
の
日
本
語
訳
は
フ
ラ
ン

シ
ス
コ
会
訳
に
よ
る
）
の
箇
所
は
清
末
に
出
た
代
表
訳
は
「
諸
女
中
爾
見
寵
矣
。」、

BC

訳
は
「
諸
女
中
爾
獲
福
矣
。」
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
現
在
通
用
し
て
い
る
聖

書
協
会
の
ユ
ニ
オ
ン
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
の
漢
訳
聖
書
は
「
你
在
婦
女
中
是
有
福
的
，」

と
な
っ
て
い
る
。

 
 

『
天
主
教
要
解
略
』
で
注
目
す
べ
き
はbenedicta

が
「
讃
美
」
と
訳
さ
れ
て
い

る
点
で
あ
る
。
わ
た
く
し
は
ユ
ニ
オ
ン
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
の
漢
訳
聖
書
の
コ
ン
コ
ル

ダ
ン
ス
に
あ
た
る
『
中
文
聖
経
経
文
索
引
大
典
』（
中
華
世
界
資
料
供
応
社
、
一
九

七
七
年
増
訂
本
）
の
「
讃
美
」（
七
六
一
頁
）
の
項
目
に
つ
き
、ヴ
ル
ガ
タ
、代
表
訳
、

BC

訳
、
ユ
ニ
オ
ン
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
の
四
種
に
関
し
て
全
部
該
当
箇
所
に
当
た
っ
て

み
た
。
次
に
教
文
館
『
新
共
同
訳　

旧
約
聖
書
語
句
事
典
』
と
『
新
共
同
訳　

新

約
聖
書
語
句
事
典
』
の
中
の
「
賛
美
」、「
た
た
え
る
」、「
祝
福
」
の
項
目
に
つ
い

て
旧
約
聖
書
に
つ
い
て
は
主
な
用
例
（
用
例
の
あ
る
巻
の
う
ち
一
つ
の
用
例
）、
新

約
聖
書
に
つ
い
て
は
す
べ
て
の
用
例
を
先
の
四
種
の
聖
書
に
つ
い
て
当
た
っ
て
み

た
。

 
 

そ
の
結
果
、
神
を
「
賛
美
す
る
」、「
た
た
え
る
」
に
当
た
る
ラ
テ
ン
語
は
、

benedico

・glorifico

・honorifico

・cano

・laudo

・psalo

等
で
あ
る
こ
と

が
分
か
っ
た
。
そ
の
う
ち
、代
表
的
な
も
の
がbenedico

とlaudo

の
二
つ
で
あ
っ

た
。
そ
の
う
ち
前
者
のbenedico

は
神
と
人
と
の
両
方
に
用
い
ら
れ
、
神
に
対
し

て
用
い
ら
れ
る
と
き
は
「
た
た
え
る
」
と
、人
に
対
し
て
用
い
ら
れ
る
と
き
は
「
祝

福
す
る
」
と
訳
し
分
け
ら
れ
る
傾
向
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
他
方
、
後
者
のlaudo

は
人
に
も
用
い
ら
れ
な
い
で
は
な
い
が
、
多
く
は
神
に
対
し
て
用
い
ら
れ
、「
賛
美

す
る
」
と
訳
さ
れ
る
傾
向
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
。

 
 

し
か
し
『
天
主
教
要
解
略
』
で
は
人
で
あ
る
と
こ
ろ
の
マ
リ
ア
に
対
し
て
「
讃

美
」
と
い
う
語
を
用
い
て
い
る
、
聖
書
の
中
で
人
に
対
し
て
「
賛
美
す
る
」
と

訳
す
こ
と
の
多
いlaudo

が
用
い
ら
れ
る
注
目
す
べ
き
用
例
と
し
て
、
旧
約
聖

書
の
箴
言
三
十
一
章
二
十
八
節
のSurrexerunt filii eius, et beatissim

am
 

praedicaverunt ; Vir eius, et laudavit eam
.

（
息
子
ら
は
立
っ
て
彼
女

を
幸
い
な
人
と
呼
び
、
夫
は
彼
女
を
た
た
え
て
言
う
。
〜
旧
約
聖
書
の
日
本
語

訳
は
新
共
同
訳
に
よ
る
）、
及
び
雅
歌
六
章
九
節
のViderunt eam

 filiae, et 
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beatissim
am
 praedicaverunt ; Reginae et concubinae, et laudaverunt 

eam
.

（
彼
女
を
見
て
お
と
め
た
ち
は
祝
福
し
王
妃
も
側
女
も
彼
女
を
た
た
え
る
。）

が
あ
る
。
ど
ち
ら
も
称
賛
の
対
象
は
女
性
で
あ
る
。
箴
言
の
場
合
、代
表
訳
が
「
夫

善
之
，
子
徳
之
」、BC

訳
が
「
其
子
起
而
祝
之
，
其
夫
亦
讃
之
。」、
聖
書
協
会
訳

が
「
他
的
児
女
起
来
称
他
有
福
。
他
的
丈
夫
也
称
讃
。」
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
雅

歌
の
場
合
、
代
表
訳
が
「
嬪
妃
侍
女
，
見
則
頌
讃
」、BC

訳
が
「
諸
童
女
皆
見
而

祝
之
，
諸
后
与
妃
嬪
，
亦
讃
美
之
。」、
聖
書
協
会
訳
が
「
衆
女
子
見
了
，
就
你
他

有
福
。
王
后
王
妃
見
了
，
也
讃
美
他
。」
と
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
箴
言
と
雅
歌
の

laudo

に
当
た
る
箇
所
は
代
表
訳
が
「
善
之
」、「
頌
讃
」、BC

訳
が
「
讃
之
」、「
讃

美
」、
聖
書
協
会
訳
が
「
称
讃
」、「
讃
美
」
と
な
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
う

ち
雅
歌
に
関
し
て
は
、BC
訳
と
聖
書
協
会
訳
の
い
ず
れ
も
「
讃
美
」
と
訳
し
て
い

る
こ
と
が
分
か
る
。

 
 

こ
こ
で
特
に
代
表
訳
とBC

訳
の
特
徴
に
つ
い
て
触
れ
て
み
た
い
。
川
島
第
二

郎
・
土
岐
健
治
「
初
期
日
本
語
訳
聖
書
と
中
国
語
訳
聖
書
」
に
よ
れ
ば
、
代
表
訳

は
「
訳
文
は
中
国
語
の
文
章
法
用
語
法
を
尊
重
す
る
こ
と
」（『
聖
書
の
世
界　

総

解
説
』
自
由
国
民
社
、二
〇
〇
一
年
、四
四
五
頁
）
が
特
徴
で
あ
り
、BC

訳
は
「『
代

表
訳
』
が
中
国
語
の
文
章
法
を
重
ん
ず
る
余
り
原
典
か
ら
離
れ
る
傾
向
を
示
し
た

こ
と
を
嫌
っ
」
て
「
原
典
へ
の
忠
実
さ
」（
同
書
四
四
六
頁
）
を
追
求
し
た
こ
と
が

特
徴
で
あ
っ
た
。
上
記
の
箴
言
と
雅
歌
の
二
例
は
そ
の
二
つ
の
特
徴
を
い
か
ん
な

く
伝
え
て
い
る
。
箴
言
の
場
合
、
聖
書
の
本
文
は
息
子
と
夫
の
順
序
で
あ
る
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
代
表
訳
で
は
夫
と
息
子
の
順
序
に
入
れ
替
わ
っ
て
い
る
。
こ
れ
は

儒
教
的
家
族
秩
序
に
配
慮
し
た
結
果
で
あ
ろ
う
。
ま
た
雅
歌
の
場
合
、
代
表
訳
に

はpraedico

（
祝
福
す
る
）
に
当
た
る
部
分
が
な
く
、filiae

（
お
と
め
た
ち
）
に

当
た
る
部
分
が
「
嬪
」
と
訳
さ
れ
、reginae

（
王
妃
）
とconcubinae

（
側
女
）

に
当
た
る
部
分
が
そ
れ
ぞ
れ
「
妃
」
と
「
侍
女
」
と
に
訳
さ
れ
、「
嬪
」
と
「
妃
」、

「
侍
女
」
が
動
詞
「
頌
讃
」
を
共
有
す
る
形
に
な
っ
て
い
る
。
代
表
訳
は
飽
く
ま
で

漢
文
と
し
て
の
格
式
を
追
求
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
果
た
し
て
「
前
者
（
＝
代

表
訳
・
訳
者
註
）
は
中
国
人
に
愛
さ
れ
て
七
〇
年
余
の
命
脈
を
保
ち
、
様
々
な
体

裁
で
数
多
く
の
版
を
重
ね
た
。
こ
れ
に
対
し
て
後
者
（
＝BC

訳
・
訳
者
註
）
は
一

八
八
七
年
版
が
最
後
の
版
と
な
っ
た
。」（
同
書
四
四
五
頁
）
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

BC

訳
は
漢
文
と
し
て
の
格
調
は
保
持
し
つ
つ
も
、
原
語
に
対
応
さ
せ
る
と
こ
ろ
の

近
代
的
な
訳
を
心
が
け
て
お
り
、
当
時
の
書
き
言
葉
と
し
て
の
漢
文
の
世
界
の
中

心
部
か
ら
一
歩
距
離
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
聖
書
協
会
訳
と
な
る
と
、
漢
文
と

い
う
よ
り
現
代
中
国
語
の
部
類
に
属
し
、
前
二
者
と
は
言
葉
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
別

に
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

 
 

と
こ
ろ
で
普
通
、
目
的
語
と
し
てDeus

（
神
）
が
来
る
こ
と
の
多
いlaudo

の

漢
訳
語
に
ど
の
よ
う
な
中
国
語
を
当
て
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
代
表
訳
（
新
約

聖
書
は
一
八
五
二
年
、
旧
約
聖
書
は
一
八
五
四
年
）、BC

訳
（
新
約
聖
書
は
一
八

五
九
年
、
旧
約
聖
書
は
一
八
六
二―

三
年
）、
ユ
ニ
オ
ン
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
の
聖
書

協
会
訳
（
一
九
一
九
年
）
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
見
て
み
る
と
、
大
ま
か
に
代
表

訳
が
「
頌
讃
」、BC

訳
が
「
頌
美
」、
聖
書
協
会
訳
が
「
讃
美
」
と
い
う
語
を
当
て

る
傾
向
性
が
見
て
取
れ
る
。
従
っ
てlaudo

の
漢
訳
語
に
「
讃
美
」
を
当
て
る
の

は
比
較
的
に
新
し
い
用
法
の
部
類
に
属
す
る
よ
う
に
見
え
る
。
こ
れ
は
時
代
と
共

に
用
法
が
推
移
し
た
と
も
言
え
る
し
、
ま
た
言
葉
の
趣
向
の
差
異
が
時
間
の
形
式

に
反
映
さ
れ
た
も
の
と
言
え
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、「
讃
美
」
は

laudo

の
排
他
的
に
固
定
さ
れ
た
漢
訳
語
と
は
言
え
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
代
表

的
な
漢
訳
語
の
一
つ
で
あ
る
と
言
う
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
。

 
 

他
方
、benedico

が
人
に
対
し
て
用
い
ら
れ
る
場
合
、「
讃
美
」
が
漢
訳
語
と

し
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
よ
う
に
思
う
。
例
え
ば
、
新
約
聖
書
の
ヘ
ブ
ラ
イ

人
へ
の
手
紙
七
章
一
節
のH

ic enim
 M
elchisedech, rex Salem

 sacerdos 
D
ei sum

m
i, qui obviavit A

brahae regresso a caede regum
, et 

benedixit ie ;

（
こ
の
メ
ル
キ
ゼ
デ
ク
は
、
サ
レ
ム
の
王
で
、
い
と
高
き
神
の
祭

司
で
し
た
。
彼
は
、王
た
ち
を
打
ち
破
っ
て
帰
る
ア
ブ
ラ
ハ
ム
を
祝
福
し
ま
し
た
。）

のbenedixit 

の
部
分
に
関
し
て
は
、代
表
訳
が
「
為
之
祝
嘏
」、BC

訳
が
「
祝
之
」、

聖
書
協
会
訳
が
「
給
他
祝
福
」
と
な
っ
て
い
る
。

 
 

以
上
の
こ
と
か
ら
、
人
で
あ
る
マ
リ
ア
に
対
し
て
用
い
ら
れ
たbenedicta

の
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漢
訳
語
と
し
て
「
讃
美
」
を
用
い
る
の
は
極
め
て
異
例
の
部
類
に
属
す
る
で
あ
ろ

う
。
つ
ま
り
、
ラ
テ
ン
語
のbenedicta

の
翻
訳
可
能
領
域
を
超
え
て
い
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
「
讃
美
」
を
漢
訳
語
と
し
て
当
て
た
こ
と
は
漢
訳
天
使
祝
詞
の
作
成
に

携
わ
っ
た
イ
エ
ズ
ス
会
宣
教
師
と
天
主
教
士
人
の
関
係
者
の
聖
母
崇
敬
の
念
の
篤

さ
を
物
語
る
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

（
五
十
）
原
文
は
「
嫁
不
免
失
其
身
。」（
九
葉
裏
）。「
失
身
」
と
は
女
性
が
正
式
な
婚
姻

を
経
な
い
か
、
或
い
は
再
婚
し
て
男
女
の
関
係
を
結
ぶ
こ
と
を
指
す
場
合
が
多
い

よ
う
で
あ
る
。
つ
ま
り
『
解
略
』
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
結
婚
を
そ
の
ま
ま

「
失
身
」
と
捉
え
る
よ
う
な
考
え
方
は
伝
統
的
な
中
国
の
社
会
に
は
希
薄
の
よ
う
に

思
う
。

 
 

『
解
略
』
で
前
提
に
な
っ
て
い
る
も
の
は
キ
リ
ス
ト
教
の
中
で
も
カ
ト
リ
ッ
ク
の

virginitas

（
童
貞
性
）
の
思
想
で
あ
ろ
う
。J. Dillersberger

に
よ
れ
ば
、「
童
貞

性
の
質
料
的
、
偶
有
的
な
面
は
性
慾
の
あ
ら
ゆ
る
自
由
意
志
に
よ
る
完
全
な
満
足
、

ま
た
結
婚
に
於
け
る
許
さ
れ
た
性
交
に
よ
つ
て
全
く
失
は
れ
て
取
返
へ
し
の
つ
か

な
く
な
る
肉
体
的
純
潔
性
に
存
し
、
形
相
的
根
本
的
な
面
は
、
完
全
な
禁
慾
へ
の

内
的
な
、
効
果
的
な
決
心
に
存
す
る
」（
冨
山
房
『
カ
ト
リ
ッ
ク
大
辞
典
』
第
三

巻
「
童
貞
性
」、
一
九
五
二
年
、
六
八
六
頁
）
と
あ
る
よ
う
に
、『
解
略
』
で
は
結

婚
に
よ
っ
て
肉
体
的
純
潔
性
が
喪
失
さ
れ
る
こ
と
を
「
失
身
」
と
い
う
語
で
言
い

表
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
既
に
述
べ
た
よ
う
に
中
国
語
の
「
失
身
」

に
は
元
来
そ
の
よ
う
な
意
味
は
な
い
は
ず
で
あ
り
、
こ
の
用
法
は
従
来
見
ら
れ
な

か
っ
た
新
し
い
用
法
と
見
な
さ
れ
る
。
こ
れ
は
中
国
の
伝
統
的
な
道
徳
観
に
対
す

る
一
つ
の
挑
戦
で
も
あ
ろ
う
。

（
五
十
一
） 

原
文
は
「
聖
母
之
徳
，
冠
絶
女
中
」（
九
葉
裏
）。「
冠
絶
」
は
『
晋
書
』
巻

六
十
二
「
劉
琨
伝
」
の
中
に
、「
時
征
虜
将
軍
石
崇
河
南
金
国
澗
中
有
別
廬
，
冠
絶

時
輩
，引
致
賓
客
，日
以
賦
詩
。」（
中
華
書
局
本
『
晋
書
』
第
六
冊
、一
六
七
九
頁
）

と
あ
る
よ
う
に
、
他
を
圧
倒
的
に
引
き
離
す
ほ
ど
に
優
れ
て
い
る
と
い
う
強
い
語

感
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（
五
十
二
） 

原
文
は
「
誕
生
天
主
」（
九
葉
裏
）。「
誕
生
」
は
『
後
漢
書
』
巻
十
下
「
後

后
紀
」
十
下
の
中
に
、「
今
沖
帝
母
虞
大
家
，
質
帝
母
陳
夫
人
，
皆
誕
生
聖
皇
，
而

未
有
称
号
。」（
中
華
書
局
本
『
後
漢
書
』
第
二
冊
、
四
四
一
頁
）
や
同
書
巻
三
十

四
「
梁
統
列
伝
」
の
中
に
、「
妾
同
産
女
弟
貴
人
，
前
充
後
宮
，
蒙
先
帝
厚
恩
，
得

見
寵
幸
。
皇
天
授
命
，
誕
生
聖
明
。」（
中
華
書
局
本
『
後
漢
書
』
第
五
冊
、
一
一

七
二
頁
）
と
あ
る
よ
う
に
、「
誕
生
」
と
い
う
語
は
天
の
命
を
享
け
て
女
性
が
将
来

皇
帝
と
な
る
子
を
産
む
こ
と
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
マ
リ
ア
が
イ
エ
ス
を
生
む
こ

と
を
表
現
す
る
う
え
で
こ
れ
以
上
適
切
な
語
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

（
五
十
三
） 「
功
莫
大
焉
。」（
九
葉
裏
）。「
功
」
はm

eritum

（「
功
徳
」
と
も
訳
さ
れ
る
）

の
意
と
解
し
た
。M

eritum

と
は
「
従
順
で
あ
る
こ
と
の
価
値
。
そ
こ
か
ら
派
生

し
た
意
味
と
し
て
、神
に
従
順
で
あ
る
人
が
受
け
る
報
奨
。」（
ド
ナ
ル
ド
・K

・
マ
ッ

キ
ム
著
『
キ
リ
ス
ト
教
神
学
用
語
辞
典
』（
教
文
館
、
二
〇
〇
二
年
、
一
四
七
頁
）

で
あ
る
。

（
五
十
四
） 

原
文
は
「
人
慾
交
感
之
害
」（
九
葉
裏
）。
北
宋
の
思
想
家
周
敦
頥
の
「
大

極
図
説
」
に
「
乾
道
成
男
。
坤
道
成
女
。
二
気
交
感
。
化
生
万
物
。」（
岩
波
文
庫

　

西
晋
一
郎
・
小
糸
夏
次
郎
訳
註
『
大
極
図
説
・
通
書
・
西
銘
・
正
蒙
』
一
九
三

八
年
、
二
十
一
頁
）
と
あ
る
。
ま
た
こ
れ
と
似
た
句
に
、『
周
易
』「
下
経
」「
咸
」

に
「
柔
上
而
剛
下
，
二
気
感
応
以
相
与
。
止
而
説
，
男
下
女
。・
・
・
天
地
感
而
万

物
化
生
，
聖
人
感
人
心
，
而
天
下
和
平
。」（
岩
波
文
庫　

高
田
真
治
・
後
藤
基
巳

訳
『
易
経
』
下
、
十
一
頁
）
と
あ
る
。

 
 

伝
統
的
な
儒
教
の
考
え
方
で
は
、
男
女
の
営
み
は
本
来
天
の
理
法
に
の
っ
と
っ

た
崇
高
な
行
為
で
あ
る
。
た
だ
朱
熹
も
「
大
学
或
問
」
上
の
中
で
、「
・
・
・
則
夫

外
物
之
誘
人
，
莫
甚
於
飲
食
男
女
之
欲
，
然
推
其
本
，
則
固
亦
莫
非
人
之
所
当
有

而
不
能
無
者
也
，
但
於
其
間
自
有
天
理
人
欲
之
弁
，
而
不
可
以
毫
釐
差
耳
。・
・
・

今
不
即
物
以
窮
其
原
，
而
徒
悪
者
之
誘
乎
己
，
乃
欲
一
切
扞
而
去
之
，
則
是
必
閉

枵
腹
，
然
後
可
以
得
飲
食
之
正
，
絶
滅
種
類
，
然
後
可
以
全
夫
婦
之
別
也
。
是
雖

末
裔
戎
無
君
無
父
之
教
，
有
不
能
充
其
説
者
，
況
乎
聖
人
大
中
至
正
之
道
，
而
得

以
此
乱
之
哉
？
」（『
四
書
或
問
』
上
海
古
籍
出
版
社
、
二
〇
〇
一
年
、
二
十
五
頁
）

と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、「
飲
食
男
女
之
欲
」
は
人
間
を
惑
わ
す
要
素
で
も
あ
る
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が
、
そ
れ
が
な
け
れ
ば
人
類
は
滅
亡
す
る
の
で
あ
り
、
人
間
の
道
徳
的
営
為
に
よ
っ

て
「
飲
食
男
女
之
欲
」
の
中
に
天
理
を
実
現
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
（
参

考
；
島
田
虔
次
『
大
学
・
中
庸
（
上
）』
朝
日
新
聞
社
、
一
九
七
八
年
、
一
〇
九
頁

〜
一
一
〇
頁
）。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
伝
統
的
な
儒
教
の
倫
理
の
中
に
正
式
な
婚
姻
後

の
男
女
の
交
わ
り
ま
で
も
否
定
的
の
捉
え
る
見
方
は
見
出
し
が
た
い
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
見
方
は
明
末
中
国
の
知
識
人
に
と
っ
て
一
つ
の

内
的
衝
撃
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
う
。

（
五
十
五
） 

原
文
は
「
可
讃
頌
」（
九
葉
裏
）。

（
五
十
六
） 

原
文
は
「
豈
不
極
美
可
讃
頌
耶
。」（
九
葉
裏
）。
こ
の
よ
う
な
言
い
表
し
方

か
ら
、
マ
リ
ア
を
「
神
の
母
」
と
し
て
力
の
限
り
称
え
ず
に
は
お
ら
れ
な
い
ヴ
ァ

ニ
ョ
ー
ニ
と
そ
の
筆
記
者
の
天
主
教
士
人
の
内
的
衝
迫
が
伝
わ
っ
て
来
る
よ
う
で

あ
る
。

（
五
十
七
） 

原
文
は
「
爾
胎
子
耶
穌
併
為
讃
美
。」（
九
葉
裏
）。
ラ
テ
ン
語
文
のet  

benedectus ventris tui, Jesus

に
対
応
す
る
。
漢
文
も
ラ
テ
ン
語
文
に
合
わ
せ

て
受
身
表
現
に
し
て
文
法
的
形
式
を
合
わ
せ
て
い
る
。

（
五
十
八
） 

原
文
は
「
聖
婦
意
撒
伯
児
」（
九
葉
裏
）。「
意
撒
伯
児
」
は
現
代
中
国
語
で

Yìsābór

と
発
音
さ
れ
る
。
こ
れ
は
ラ
テ
ン
語
のElisabeth
や
ヴ
ァ
ニ
ョ
ー
ニ
の

母
語
で
あ
る
イ
タ
リ
ア
語
のElisabetta

の
音
訳
で
も
な
く
、
中
国
布
教
保
護
権
を

有
す
る
ポ
ル
ト
ガ
ル
の
言
葉Isabel

の
音
訳
で
あ
る
よ
う
に
思
う
。

（
五
十
九
） 

原
文
は
「
称
揚
」（
九
葉
裏
）。

（
六
十
）
原
文
は「
当
日
接
見
聖
母
」（
十
葉
表
）。「
接
見
」は『
儀
礼
注
疏
』巻
三
十
二「
喪

服
」
の
中
に
、「
諸
侯
之
大
夫
，
以
時
接
見
乎
天
子
。」（
十
三
経
注
疏
整
理
本
第
十

二
冊
、
七
一
〇
頁
）
と
し
て
出
て
来
る
。「
接
見
」
の
対
象
は
「
天
子
」、
す
な
わ

ち
皇
帝
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
『
天
主
教
要
解
略
』
に
お
い
て
エ
リ
ザ
ベ
ト
は

親
族
の
一
員
と
し
て
の
マ
リ
ア
で
は
な
く
、「
神
の
母
」
と
し
て
の
マ
リ
ア
に
会
っ

た
と
い
う
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

 
 

ヴ
ァ
ニ
ョ
ー
ニ
の
撰
述
に
な
る
『
聖
母
行
述
』
巻
一
の
冒
頭
は
「
聖
母
者
，
乃

造
成
天
地
万
物
真
主
，
降
生
為
人
，
所
受
孕
之
母
也
。」（『
天
主
教
東
伝
文
献
三
篇
』

（
三
）、一
二
五
八
頁
）
と
な
っ
て
お
り
、そ
こ
で
は
ま
ず
マ
リ
ア
がtheotokos

（
神

の
母
）
で
あ
る
こ
と
が
宣
言
さ
れ
て
い
る
。

（
六
十
一
） 

原
文
は
「
賛
頌
」（
十
葉
表
）。

（
六
十
二
） 

原
文
は
「
救
世
」（
十
葉
表
）。

（
六
十
三
） 

原
文
は
「
讃
美
」（
十
葉
表
）。

（
六
十
四
） 

原
文
は
「
其
篤
生
之
自
」（
十
葉
表
）。「
篤
生
」
は
『
毛
詩
正
義
』
巻
十
六

「
大
雅
」「
大
明
」
の
中
に
、「
有
命
自
天
，
命
此
文
王
，
于
周
于
京
。
纘
女
維
莘
，

長
子
維
行
，
篤
生
武
王
。
保
右
命
爾
，
燮
大
商
。」（
十
三
経
注
疏
整
理
本
第
六
冊
、

一
一
四
〇
頁
）
と
し
て
出
て
来
る
（
〜
平
凡
社
中
国
古
典
文
学
大
系
所
収
の
目
加

田
誠
訳
『
詩
経
』
は
「
か
く
て
天
か
ら
命
じ
ら
れ　

こ
の
文
王
に　

周
の
京
に
命

が
降
っ
た　

后
の
道
を
継
ぎ
た
も
う
は　

莘
国
の
長
女　

か
し
こ
く
も
武
王
を
生

み
給
う
た　

天
は
こ
の
君
を
佑
け
命
じ
て　

大
殷
を
伐
た
し
め
た
」〈
二
一
〇
頁
〉

と
訳
し
て
い
る
）。『
詩
経
』
の
中
で
は
圧
政
を
強
い
た
と
さ
れ
る
殷
の
紂
王
を
滅

ぼ
し
た
周
の
武
王
の
誕
生
を
「
篤
生
」
と
い
う
語
で
表
し
て
い
る
。
罪
の
世
に
勝

利
す
る
救
い
主
の
誕
生
を
表
わ
す
語
と
し
て
こ
れ
ほ
ど
適
切
な
も
の
は
な
い
で
あ

ろ
う
。

 
 

ま
た
『
詩
経
』
の
同
箇
所
の
「
伝
」
に
は
「
篤
，
厚
。
右
，
助
。
燮
，
和
也
」

（
同
書
一
一
四
一
頁
）
と
し
た
少
し
後
で
、「
正
義
曰
‥
厚
生
，
謂
聖
性
感
気
之
厚
，

故
言
天
降
気
於
大
姒
也
。
聖
人
雖
則
有
父
，
而
聖
性
受
於
天
，
故
言
天
降
気
也
。」

（
同
書
同
頁
）
と
あ
る
。
こ
れ
は
武
王
が
聖
性
を
肉
親
の
父
か
ら
で
は
な
く
、
天
か

ら
受
け
継
い
で
誕
生
し
た
こ
と
を
述
べ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
点
か
ら
も
「
篤
生
」

と
い
う
語
が
聖
霊
に
よ
っ
て
マ
リ
ア
の
胎
に
宿
ら
れ
た
救
い
主
イ
エ
ス
の
誕
生
を

語
る
の
に
相
応
し
い
語
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

（
六
十
五
） 

原
文
は
「
天
主
聖
母
瑪
利
亜
」（
十
葉
表
）。
ラ
テ
ン
語
文
のSancta 

M
aria, m

ater Dei

に
対
応
す
る
。

（
六
十
六
） 「
天
神
之
頌
美
者
」（
十
葉
表
）。
こ
こ
で
「
誉
め
称
え
る
」
と
訳
し
た
も
の

は
「
頌
美
」
と
い
う
語
で
あ
る
。

（
六
十
七
） 

原
文
は
「
籲
呼
之
謂
」（
十
葉
表
）。「
籲
呼
」
の
う
ち
「
籲
」
は
天
と
結
び
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つ
い
て
「
籲
天
」
と
い
う
語
を
形
成
す
る
。
こ
の
「
籲
天
」
と
い
う
用
例
は
『
尚

書
正
義
』
巻
十
一
「
泰
誓
中
」
の
中
に
、「
無
辜
籲
天
，
穢
徳
彰
聞
。」（
十
三
経

注
疏
整
理
本
第
三
冊
、
三
二
六
頁
）
と
し
て
出
て
来
る
。
こ
の
「
籲
呼
」
と
い
う

語
は
単
に
あ
い
さ
つ
程
度
に
人
に
呼
び
か
け
る
と
い
う
の
で
は
な
く
、
自
分
の
気

持
ち
を
天
に
訴
え
る
ほ
ど
の
強
い
意
味
合
い
を
持
つ
語
で
あ
る
。
現
に
ロ
ー
マ
人

へ
の
手
紙
十
章
十
三
節
のO

m
nis enim

 quicum
que invocaverit nom

en 
Dom

ini, salvus erit.

（「
主
の
名
を
呼
び
求
め
る
者
は
、
す
べ
て
救
わ
れ
る
」
の

で
す
。）
は
、代
表
訳
は
「
以
籲
主
名
者
，皆
得
救
也
。」BC

訳
は
「
蓋
凡
籲
主
名
者
，

必
得
救
也
。」、
聖
書
協
会
訳
は
「
因
為
『
凡
求
告
主
名
的
，
就
必
得
救
。』」
と
な
っ

て
い
る
よ
う
に
、「
籲
」
と
い
う
行
為
は
崇
高
な
る
対
象
に
向
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

（
六
十
八
） 

原
文
は「
其
極
近
天
主
佑
人
之
権
」（
十
葉
表
）。
わ
た
く
し
は
教
文
館
の『
旧

約
聖
書
語
句
事
典
』
と
『
新
約
聖
書
語
句
事
典
』
の
「
権
限
」
と
「
権
能
」
の
聖

書
箇
所
に
つ
き
、
ヴ
ル
ガ
タ
、
代
表
訳
、BC
訳
、
聖
書
協
会
訳
の
四
種
に
当
た
っ

て
み
た
。
ヴ
ル
ガ
タ
で
は
「
権
限
」
と
「
権
能
」
の
両
者
と
も
大
部
分
、potestas

と
な
っ
て
い
た
。
代
表
訳
とBC

訳
は
両
者
と
も
殆
ど
「
権
」
に
、
聖
書
協
会
訳
は

両
者
と
も
殆
ど
「
権
柄
」
と
な
っ
て
い
た
。
従
っ
て
『
天
主
教
要
解
略
』
の
「
権
」

もpotestas

の
漢
訳
語
と
捉
え
て
み
た
。
更
に
「
権
限
」
と
「
権
能
」
の
う
ち
、「
権

能
」
に
は
用
例
上
、
霊
的
能
力
と
い
う
側
面
（
例
え
ば
マ
タ
イ
十
の
十
一
）
や
聖

な
る
世
界
の
支
配
権
と
い
う
側
面
（
例
え
ば
ヨ
ハ
ネ
十
七
の
二
）
が
強
く
出
て
い

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
、
こ
こ
で
は
「
権
能
」
と
訳
し
て
み
た
（
尚
、
ヴ
ル
ガ

タ
で
は
他
にjus

やvirtus

やlex

等
と
な
っ
て
い
た
）。

（
六
十
九
） 

原
文
は
「
為
我
等
罪
人
」（
十
葉
裏
）。
ラ
テ
ン
語
文
のpro nobis 

peccatoribus

に
対
応
す
る
。

（
七
十
）
原
文
は「
自
求
天
主
赦
宥
」（
十
葉
裏
）。「
赦
宥
」は『
周
礼
注
疏
』十
四「
司
諌
」

の
中
に
、「
以
攷
郷
里
之
治
，
以
詔
廃
置
，
以
行
赦
宥
。」（
十
三
経
注
疏
整
理
本
第

七
冊
、
四
一
九
頁
）
と
あ
る
よ
う
に
、
一
君
万
民
体
制
の
中
で
上
位
者
が
下
位
者

に
対
し
て
行
な
う
と
こ
ろ
の
制
度
化
さ
れ
た
行
為
の
こ
と
で
あ
る
。
更
に
「
赦
宥
」

は
『
周
易
正
義
』
巻
四
「
解
」
の
中
に
、「
君
子
以
赦
過
宥
罪
。」（
十
三
経
注
疏
整

理
本
第
一
冊
、
一
九
八
頁
）
と
あ
る
よ
う
に
、
君
子
が
行
な
う
と
こ
ろ
の
道
徳
的

行
為
で
あ
る
。
以
上
の
二
点
か
ら
『
天
主
教
要
解
略
』
が
こ
こ
で
用
い
て
い
る
「
赦

宥
」
と
い
う
語
は
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
に
お
け
る
制
度
化
さ
れ
た
「
赦
し
」
を
指
し

て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

 
 

教
文
館
の『
旧
約
聖
書
語
句
事
典
』と『
新
約
聖
書
語
句
事
典
』で「
赦
し
」と「
赦

す
」
の
二
つ
の
語
に
つ
き
、
ヴ
ル
ガ
タ
で
す
べ
て
の
用
例
に
当
た
り
、
代
表
訳
と

BC

訳
、
聖
書
協
会
訳
で
旧
約
聖
書
の
中
の
主
な
用
例
（
用
例
の
あ
る
巻
に
つ
き
一

つ
の
用
例
）
と
新
約
聖
書
の
中
の
す
べ
て
の
用
例
に
当
た
っ
て
み
た
と
こ
ろ
、
お

お
よ
そ
次
の
こ
と
が
分
か
っ
た
。
ヴ
ル
ガ
タ
で
は
「
赦
す
」
に
対
応
す
る
主
要
な

動
詞
はdim

itto

とrem
itto

で
あ
る
よ
う
に
思
う
（
他
に
、parco

やaufero

や

porto

やdiscoperio

やconverto

やpropitiari

やignosco

等
が
あ
る
）。
こ
れ

ら
は
主
に
代
表
訳
で
は
「
赦
宥
」、「
赦
罪
」、「
免
罪
」、BC

訳
で
は
「
赦
罪
」、「
免

罪
」、
聖
書
協
会
訳
で
は
「
赦
罪
」、「
赦
免
」、「
饒
恕
」
と
訳
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ

ら
の
う
ち
、
代
表
訳
で
は
『
解
略
』
と
同
じ
「
赦
宥
」
と
い
う
語
が
最
も
多
く
〜

し
か
も
旧
約
聖
書
の
箇
所
に
〜
見
出
さ
れ
た
。「
赦
宥
」
は
「
赦
す
」
に
当
た
る
漢

訳
語
の
古
い
部
類
に
属
す
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

 
 

従
っ
て
聖
書
の
用
例
を
も
と
に
考
え
合
わ
せ
る
と
、『
解
略
』
の
「
赦
宥
」
は

rem
issio

（
罪
の
赦
免
）
の
訳
語
と
し
て
当
て
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
か
と
思
わ

れ
る
。
こ
のrem

issiio

はK. Adam

に
よ
れ
ば
カ
ト
リ
ッ
ク
の
贖
罪
制
度
の
中
に

位
置
づ
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
（
冨
山
房
『
カ
ト
リ
ッ
ク
大
辞
典
』
第
二
巻
「
贖

罪
制
度
」、
一
九
四
二
年
、
七
一
三
頁
〜
六
頁
。
特
に
Ⅴ
﹇
公
の
贖
罪
の
衰
退
と
教

会
の
私
的
贖
罪
の
擡
頭
﹈
七
一
五
頁
〜
六
頁
）。
要
す
る
に
「
赦
宥
」
は
カ
ト
リ
ッ

ク
教
会
の
中
で
具
体
化
さ
れ
た
制
度
と
し
て
の
「
赦
し
」
を
表
わ
す
語
と
し
て
用

い
ら
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
（『
明
史
』「
刑
法
志
」
に
は
管
見
の
範
囲
で
は
「
赦
宥
」

と
い
う
用
例
は
見
当
た
ら
な
い
）。

（
七
十
一
） 
原
文
は
「
聖
母
生
来
無
罪
者
」（
十
葉
裏
）。
こ
れ
は
カ
ト
リ
ッ
ク
の

conceptio im
m
aculata

（
無
原
罪
の
宿
り
）
と
い
う
教
義
を
示
し
た
も
の
で
あ

る
。
そ
れ
は
百
瀬
文
晃
に
よ
れ
ば
、「
聖
母
マ
リ
ア
が
こ
の
世
に
生
を
受
け
た
瞬
間
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か
ら
原
罪
の
汚
れ
か
ら
守
ら
れ
て
い
た
こ
と
（『
岩
波
キ
リ
ス
ト
教
辞
典
』「
無
原

罪
の
宿
り
」、
一
〇
九
五
頁
）
と
い
う
も
の
で
あ
る
が
、「
十
三
世
紀
ス
コ
ラ
神
学

で
は
賛
否
両
論
に
分
か
れ
て
議
論
さ
れ
た
」（
同
書
同
頁
）
の
で
あ
り
、
前
近
代
に

お
い
て
は
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
内
部
に
お
い
て
も
合
意
形
成
を
見
て
お
ら
ず
、
近
代

に
な
っ
て
「
一
八
五
四
年
に
教
皇
ピ
ウ
ス
九
世
が
全
キ
リ
ス
ト
者
の
受
け
い
れ
る

べ
き
教
義
と
し
て
宣
言
し
た
」（
同
書
同
頁
）
も
の
で
あ
る
。

 
 

十
七
世
紀
初
頭
の
段
階
で
は
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
内
部
に
お
い
て
い
ま
だ
一
致
を

見
て
い
な
いconceptio im

m
aculate

の
考
え
に
対
し
て
ヴ
ァ
ニ
ョ
ー
ニ
等
は
こ

れ
を
支
持
す
る
立
場
に
立
っ
た
の
で
あ
る
。
果
た
し
て
ヴ
ァ
ニ
ョ
ー
ニ
の
『
聖
母

行
実
』
巻
一
に
は
、「
凡
受
生
者
，当
神
形
交
合
時
，皆
染
始
祖
之
病
，所
謂
元
罪
也
。

一
染
此
罪
，
則
性
稟
劣
弱
，
易
就
諸
悪
，
難
修
諸
徳
。
独
瑪
利
亜
豫
蒙
天
主
祐
寵
，

免
其
夙
染
。
始
胎
即
含
聖
徳
。
是
以
形
神
之
潔
，
特
超
衆
聖
。」（『
天
主
教
東
伝
文

献
三
篇
』（
三
）、
一
二
八
七
、
八
頁
）
と
あ
る
よ
う
に
、
マ
リ
ア
は
母
の
胎
内
に

あ
っ
て
原
罪
か
ら
免
れ
、
肉
体
と
霊
魂
の
両
方
に
お
い
て
特
別
に
す
ぐ
れ
た
潔
さ

を
保
っ
て
い
た
と
受
け
止
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

（
七
十
二
） 

原
文
は
「
転
祈
天
主
救
我
等
罪
焉
。」（
十
葉
裏
）。
こ
こ
で
は
「
転
」
と
い

う
中
国
語
が
「
取
り
次
ぐ
」
と
い
う
意
味
で
適
切
こ
の
う
え
な
い
形
で
用
い
ら
れ

て
い
る
。

（
七
十
三
） 

原
文
は
「
今
祈
天
主
，
及
我
死
候
。」（
十
葉
裏
）。
ラ
テ
ン
語
文
のora . . . 

nunc et in hora m
ortis nostrae

に
対
応
す
る
。

（
七
十
四
） 

原
文
は
「
提
祐
」（
十
葉
裏
）。「
提
」
は
「
提
抜
」
す
な
わ
ち
神
が
人
を
罪

の
状
態
か
ら
救
い
出
す
こ
と
を
指
し
、ま
た「
祐
」は
恩
寵
を
指
し
て
い
る
と
考
え
、

「
提
祐
」
を
「
救
い
に
導
く
行
為
を
す
る
よ
う
に
人
間
の
知
性
・
意
志
を
照
す
神
の

超
自
然
的
賜
物
」（
小
林
珍
雄
『
キ
リ
ス
ト
教
百
科
事
典
』
エ
ン
デ
ル
レ
書
店
、
八

七
二
頁
）
で
あ
る
と
こ
ろ
のgratia actualis

（
助
力
の
恩
寵
）
で
あ
る
と
見
な
し

て
訳
し
て
み
た
。
或
い
は
単
に
神
が
恩
寵
を
も
っ
て
救
い
の
御
手
を
差
し
伸
べ
る

こ
と
を
指
し
て
い
る
の
か
も
知
れ
な
い
。

（
七
十
五
） 

原
文
は
「
心
志
兪
昏
，気
力
兪
衰
」（
十
葉
裏
）。
こ
こ
で
は
「
心
志
」
と
「
気

力
」
が
対
句
的
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。「
気
力
」
は
日
本
語
の
「
気
力
」
と
異
な
り
、

中
国
語
で
は
「
我
們
剛
才
進
去
去
瞧
了
瞕
，
顔
色
不
成
顔
色
，
説
話
児
的
気
力
都

微
了
。」（
校
注
本
『
紅
楼
夢
』
三
、
北
京
師
範
大
学
出
版
社
、
一
九
八
七
年
、
一

三
二
九
頁
）
の
用
例
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
「
体
力
」
の
意
味
で
用
い
ら
れ
る
こ
と

が
多
い
よ
う
で
あ
る
（『
漢
語
大
詞
典
』
第
六
巻
「
気
力
」、
一
〇
二
五
頁
）
の
で
、

こ
こ
で
は
「
体
力
」
と
訳
し
た
。

（
七
十
六
） 

原
文
は
「
則
愈
当
哀
告
聖
母
，
望
其
通
達
拯
救
。」（
十
葉
裏
）。

（
七
十
七
） 

原
文
は
「
教
中
人
」（
十
一
葉
表
）。

（
七
十
八
） 

原
文
は
「
奉
敬
聖
母
」（
十
一
葉
表
）。
こ
こ
で
も
最
高
度
の
謙
譲
の
意
を

示
す
敬
語
の
「
奉
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。

（
七
十
九
） E. Krebs 

に
よ
れ
ば
、「
十
三
世
紀
に
至
つ
て
毎
晩
三
度
の
鐘
と
共
に
三
度

天
使
祝
詞
を
唱
へ
て
聖
母
を
讃
美
す
る
習
慣
が
起
こ
つ
た
。
後
此
の
ア
ヴ
ェ
の
鐘

は
朝
と
午
に
も
行
な
は
れ
る
や
う
に
」
な
っ
た
ら
し
い
（
冨
山
房
『
カ
ト
リ
ッ
ク

大
辞
典
』
第
一
巻
「
祈
り
」、
一
九
四
〇
年
、
二
〇
二
頁
）。

（
八
十
）
原
文
は
「
亜
孟
。」（
十
一
葉
表
）。
ラ
テ
ン
語
文
のAm

en

に
対
応
す
る
。

訳
者
補
足
（
一
）

 

「
天
子
祝
詞
解
略
」
で
は
天
使
は
神
か
らancilla Dom

ini

（
主
の
は

し
た
め
）
と
し
て
の
マ
リ
ア
に
遣
わ
さ
れ
る
と
い
う
よ
り
、
威
厳
に
満
ち

たTheotokos

（
神
の
母
）
と
し
て
の
マ
リ
ア
に
謁
見
す
る
と
う
い
う
側

面
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
実
際
、聖
母
を
称
え
る
た
め
に
用
い
ら
れ
た「
讃

美
」、「
讃
頌
」
や
「
賞
揚
」
と
い
う
動
詞
は
第
一
級
の
賛
辞
を
示
す
語
で

あ
る
よ
う
に
思
う
。
こ
れ
は
ヴ
ァ
ニ
ョ
ー
ニ
の
聖
母
に
対
す
る
崇
敬
の
念

が
並
々
な
ら
ぬ
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
す
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
を
筆
録
し
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た
天
主
教
士
人
の
聖
母
へ
の
崇
敬
の
念
が
同
様
に
篤
い
も
の
で
あ
っ
た
こ

と
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。

 
ヴ
ァ
ニ
ョ
ー
ニ
の
筆
録
者
の
天
主
教
士
人
は
そ
の
聖
母
崇
敬
の
念
を
中

国
古
典
へ
の
深
い
造
詣
に
よ
っ
て
表
わ
そ
う
と
し
た
。
聖
母
の
徳
の
充
実

ぶ
り
が
「
隆
備
」
と
い
う
語
を
用
い
て
表
わ
さ
れ
て
い
た
り
、
ま
た
聖
母

に
対
す
る
神
の
慈
し
み
が
「
寵
綏
」
と
い
う
語
で
示
さ
れ
て
い
た
り
、
更

に
ま
た
イ
エ
ス
の
誕
生
が
「
篤
生
」
と
い
う
語
で
示
さ
れ
て
い
た
り
す
る

の
を
見
る
と
、
こ
れ
ら
の
語
の
選
択
は
適
切
に
し
て
絶
妙
で
あ
る
。
聖
母

崇
敬
の
念
の
篤
さ
と
中
国
古
典
の
造
詣
の
深
さ
と
が
一
体
と
な
り
、「
天

子
祝
詞
解
略
」
を
手
に
し
た
一
般
の
中
国
の
知
識
人
に
聖
母
崇
敬
の
正
確

な
知
識
と
そ
の
重
要
性
を
伝
え
る
に
大
い
に
力
が
あ
る
。

 

と
こ
ろ
で
天
主
教
を
受
容
し
て
い
ま
だ
歴
史
の
長
く
な
い
明
末
中
国
の

知
識
人
が
ヴ
ァ
ニ
ョ
ー
ニ
と
同
じ
く
聖
母
崇
敬
の
念
が
篤
か
っ
た
の
は
独

り
ヴ
ァ
ニ
ョ
ー
ニ
の
懇
切
丁
寧
な
教
義
の
説
明
に
よ
る
も
の
だ
ろ
う
か
。

こ
れ
に
は
中
国
の
伝
統
的
な
儒
教
道
徳
も
影
響
し
て
い
る
よ
う
に
思
う
。

前
近
代
中
国
に
お
い
て
は
高
位
高
官
に
あ
る
者
の
両
親
は
死
後
に
名
誉
と

し
て
官
位
や
称
号
が
朝
廷
か
ら
送
ら
れ
る
追
贈
の
制
度
が
あ
っ
た
。
明
末

の
天
主
教
三
柱
石
の
一
人
徐
光
啓
の
両
親
に
つ
い
て
言
え
ば
、
父
思
誠
は

通
議
大
夫
の
地
位
、
母
銭
氏
は
淑
人
の
封
号
を
授
与
さ
れ
て
い
る
（
王
重

民
輯
校
『
徐
光
啓
集
』
下
冊
「
先
考
事
略
」、「
先
妣
事
略
」、
上
海
古
籍
出
版
社
、

五
二
六
、
七
頁
）。
こ
れ
は
子
の
地
位
に
よ
っ
て
両
親
が
名
誉
的
な
地
位
を

死
後
授
与
さ
れ
る
こ
と
は
子
に
と
っ
て
孝
の
証
し
な
の
で
あ
ろ
う
。

 

米
国
の
法
律
家
ジ
ャ
ー
ニ
ガ
ン
（Thom

as R. Jernigan 1857

〜1920

）

は
そ
の
著
『
中
国
の
法
と
社
会
』（China in Law

 and Com
m
erce, 

M
acm
illan, 1905

）
の
中
で
、
清
末
中
国
で
は
家
が
統
治
機
構
の
基
礎

的
単
位
で
あ
る
こ
と
（
同
書
三
十
四
頁
）、
或
い
は
ま
た
孝
は
中
国
で
は
怠

れ
ば
官
憲
か
ら
の
処
罰
の
対
象
に
な
る
こ
と
（
同
書
一
二
四
頁
）
を
述
べ
て

い
る
。
こ
れ
は
清
末
中
国
に
限
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
前
近
代
の
中

国
一
般
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
孝
は
単
な
る
抽
象
的
な
道
徳
で
は

な
く
て
、
怠
れ
ば
公
的
機
関
か
ら
処
罰
さ
れ
る
制
度
化
さ
れ
た
義
務
な
の

で
あ
る
。

 

従
っ
て
人
類
の
救
い
主
と
し
て
の
イ
エ
ス
を
生
ん
だ
母
マ
リ
ア
は
中
国

の
伝
統
的
な
儒
教
倫
理
か
ら
す
れ
ば
、
当
然
公
的
に
称
え
ら
れ
る
こ
と
が

要
請
さ
れ
る
。
儒
教
倫
理
の
世
界
に
生
ま
れ
育
っ
た
天
主
教
士
人
の
筆
記

者
が
救
い
主
イ
エ
ス
の
母
マ
リ
ア
に
対
し
て
崇
敬
の
念
を
抱
く
こ
と
は
論

理
的
必
然
性
の
次
元
の
こ
と
が
ら
で
も
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

 

た
だ
明
末
の
中
国
社
会
に
生
き
る
知
識
人
に
と
っ
て
イ
エ
ス
の
母
マ
リ

ア
を
崇
敬
す
る
こ
と
は
儒
教
倫
理
上
至
極
当
然
の
こ
と
で
あ
っ
た
と
し
て

も
、
彼
ら
に
と
っ
て
衝
撃
的
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
も
の
が
あ

る
。
そ
れ
は
絶
対
的
な
純
潔
性
と
し
て
の
「
童
貞
性
」
の
賛
美
で
あ
る
。

神
に
仕
え
る
外
面
的
形
式
と
し
て
の
「
童
貞
性
」
を
内
面
的
に
深
化
さ
せ

た
と
こ
ろ
の
す
ぐ
れ
て
カ
ト
リ
ッ
ク
的
な
教
義
で
あ
り
、
い
わ
ゆ
る
宗
教

改
革
で
誕
生
し
た
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
か
ら
は
排
除
さ
れ
た
倫
理
で
あ
っ

た
。
こ
の
よ
う
な
神
に
仕
え
る
者
と
し
て
の
童
貞
性
の
崇
高
さ
を
理
解
し

受
け
入
れ
る
土
壌
は
伝
統
的
な
中
国
思
想
に
は
欠
如
し
た
も
の
と
言
え

る
。
こ
れ
こ
そ
明
末
中
国
に
お
い
て
翻
訳
不
能
の
全
く
新
し
い
概
念
で
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あ
っ
た
。
と
言
え
よ
う
。

 
翻
訳
不
能
の
絶
対
的
童
貞
性
の
賛
美
の
壁
を
も
乗
り
越
え
さ
せ
て
明
末

の
天
主
教
士
人
に
聖
母
崇
敬
の
念
を
内
側
に
生
じ
さ
せ
た
も
の
は
一
体
何

だ
っ
た
ろ
う
か
。
そ
れ
は
天
使
祝
詞
の
本
質
に
関
わ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

す
べ
て
の
人
間
は
罪
人
で
あ
る
。
自
分
と
い
う
一
個
の
人
間
は
そ
の
一
人

で
あ
る
。
そ
う
し
た
自
分
は
罪
人
で
あ
る
が
故
に
、
神
の
御
前
に
出
て
大

胆
に
祈
る
こ
と
が
出
来
な
い
、
し
か
し
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
い
や
そ

れ
ゆ
え
に
こ
そ
自
分
は
罪
の
赦
し
を
求
め
て
神
に
祈
ら
ず
に
は
お
れ
な
い

と
い
う
二
律
背
反
的
な
一
信
徒
の
素
朴
で
真
実
な
思
い
が
神
へ
の
祈
り
を

聖
母
に
託
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
「
天
子
祝
詞
解
略
」
の
簡
に

し
て
要
を
得
た
説
明
が
示
す
よ
う
に
罪
人
と
し
て
の
実
存
的
要
請
〜
そ
れ

は
時
代
を
超
え
地
域
を
越
え
る
〜
に
天
使
祝
詞
は
応
え
て
く
れ
る
の
で
あ

る
。

 

明
末
中
国
の
社
会
に
お
い
て
天
主
教
に
受
容
的
な
態
度
を
示
し
た
知
識

人
は
王
学
右
派
の
系
列
に
属
す
る
東
林
派
の
知
識
人
で
あ
っ
た
（
〜
後
藤

基
巳「
明
末
儒
教
と
カ
ト
リ
ッ
ク
伝
道
」、『
明
清
思
想
と
キ
リ
ス
ト
教
』研
文
出
版
、

一
九
七
九
年
、
特
に
同
論
文
の
第
四
節
一
〇
一
〜
一
〇
五
頁
）。
彼
ら
は
無
善
無

悪
の
道
徳
的
ア
ノ
ミ
ー
を
も
た
ら
す
よ
う
な
王
学
左
派
に
抗
し
て
道
徳
の

復
権
を
叫
ん
だ
。
彼
ら
は
儒
教
道
徳
の
補
強
を
追
い
求
め
た
。
そ
の
途
上

に
天
主
教
の
教
え
は
あ
っ
た
。
彼
ら
は
行
為
に
お
い
て
道
徳
的
で
あ
ら
ん

と
努
め
た
が
、
意
図
と
現
実
に
は
隔
た
り
が
あ
っ
た
ろ
う
。
そ
こ
に
道
徳

的
能
力
の
欠
如
を
嘆
き
、
ま
た
そ
の
嘆
き
の
中
で
道
徳
的
で
あ
ら
ん
方
途

を
模
索
し
た
。
こ
の
嘆
き
は
罪
人
と
し
て
の
自
覚
と
近
接
す
る
も
の
で
あ

る
。
こ
の
嘆
き
に
天
使
祝
詞
は
一
つ
の
打
開
の
道
を
供
し
た
と
言
え
る
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、
道
徳
的
ア
ノ
ミ
ー
の
現
実
の
中
に
生

き
る
自
ら
の
実
存
的
呻
き
こ
そ
が
聖
母
崇
敬
の
篤
い
念
を
明
末
の
士
人
の

内
側
に
燃
え
立
た
せ
る
の
に
力
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
彼
ら

の
間
に
は
「
主
敬
静
坐
」
と
い
う
工
夫
が
あ
っ
た
。
し
か
し
い
ま
だ
道
徳

的
ア
ノ
ミ
ー
の
現
実
が
好
転
を
見
て
い
な
い
。
そ
の
よ
う
な
状
況
下
で
彼

ら
は
新
た
な
道
徳
的
実
践
の
方
法
を
求
め
て
一
つ
の
可
能
性
を
天
使
祝
詞

に
見
出
し
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
な
ぜ
な
ら
内
省
に
よ
り
道
徳
的
不

完
全
さ
を
自
覚
し
た
彼
ら
は
道
徳
的
完
全
性
を
求
め
て
そ
の
助
け
手
と
し

て
の
神
の
母
マ
リ
ア
に
出
会
い
、
天
使
祝
詞
を
内
的
に
唱
え
る
こ
と
に

よ
っ
て
朱
子
学
の
「
聖
人
学
ん
で
至
る
べ
し
」
や
陽
明
学
の
「
満
街
是
れ

聖
人
」
と
い
う
近
世
の
士
大
夫
に
課
せ
ら
れ
た
聖
人
へ
の
道
を
一
歩
前
に

進
む
と
い
う
希
望
を
与
え
ら
れ
た
か
ら
で
は
な
い
か
と
思
う
。

訳
者
補
足
（
二
）

　

注
（
三
十
八
）
の
「
霊
性
」
の
用
例
と
し
て
漢
語
大
詞
典
は
清
の
伝
奇

文
学
呉
騫
の
『
扶
風
伝
信
録
』
の
中
の
も
の
を
引
く
。「
妾
得
寵
于
君
，

性
尤
妬
，
宮
中
之
人
，
多
被
讒
害
，
因
此
落
劫
，
然
霊
性
不
泯
，
随
即
修

行
，
今
已
閲
七
世
矣
。」（
百
部
叢
書
集
成
本
、
二
葉
表
裏
）
と
あ
る
。
こ

れ
は
日
本
語
の
「
た
ま
し
い
」
に
近
い
意
味
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

明
末
の
奉
教
士
人
王
徴
の
『
畏
天
愛
人
極
論
』（
パ
リ
国
立
図
書
館
漢
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籍
第
六
八
六
八
番
）
は
、anim

a

に
つ
い
て
詳
述
し
て
お
り
、
漢
訳
語
と

し
て
「
霊
性
」（
六
葉
裏
）
と
「
霊
魂
」（
四
十
二
葉
裏
）
を
当
て
て
い
る
。

ま
た
「
霊
才
」（
二
十
葉
裏
、
二
十
一
葉
表
）
も
同
様
の
意
味
で
用
い
ら

れ
て
い
る
。
そ
の
う
ち
前
者
は
、「
罷
徳
肋
之
全
能
，
既
於
無
中
化
成
天

地
万
物
，
輙
於
其
中
搏
一
泥
土
，
付
之
霊
性
，
曰
亜
尼
瑪
，
即
成
亜
当
為

男
。
又
取
亜
当
一
肋
付
之
亜
尼
瑪
，
即
厄
襪
為
女
。」
の
中
に
出
て
来
る
。

こ
れ
は
創
世
記
二
：
七
、
二
十
一
、
二
十
二
の
箇
所
に
つ
い
て
述
べ
た
も

の
で
あ
ろ
う
。

　

尚
、
柴
田
篤
「
明
末
天
主
教
の
霊
魂
観
」（
東
方
学
第
七
十
六
輯
、
一

九
八
八
年
）
が
こ
の
問
題
を
考
え
る
う
え
で
参
考
に
な
り
、啓
発
さ
れ
た
。

記
し
て
謝
意
を
表
し
ま
す
（
続
）。
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